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議案 

番号

1 平成２８年度千葉市一般会計補正予算（第４号） 別冊

2 平成２８年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 別冊

3 平成２８年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

4 平成２８年度千葉市霊園事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

5
平成２８年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第
２号）

別冊

6 平成２８年度千葉市公債管理特別会計補正予算（第１号） 別冊

7 平成２８年度千葉市病院事業会計補正予算（第１号） 別冊

8 平成２８年度千葉市下水道事業会計補正予算（第３号） 別冊

9 平成２９年度千葉市一般会計予算 別冊

10 平成２９年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

11 平成２９年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

12 平成２９年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

13 平成２９年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

14 平成２９年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

15 平成２９年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算 別冊

16 平成２９年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

17 平成２９年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

18 平成２９年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

19 平成２９年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

20 平成２９年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

21 平成２９年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

22 平成２９年度千葉市学校給食センター事業特別会計予算 別冊

23 平成２９年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊

24 平成２９年度千葉市病院事業会計予算 別冊

25 平成２９年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

26 平成２９年度千葉市水道事業会計予算 別冊

平成２９年第１回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

27 千葉市職員定数条例の一部改正について 1

28
千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特別措
置に関する条例の一部改正について

2

29
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正
について

4

30 千葉市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について 6

31 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について 13

32
千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について

15

33 千葉市自転車を活用したまちづくり条例の制定について 17

34 千葉市介護保険条例等の一部改正について 26

35
千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に
ついて

63

36 千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 65

37
特定非営利活動促進法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
の制定について

70

38
千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例の
一部改正について

72

39 千葉市スポーツ振興基金条例の制定について 75

40 千葉市文化交流プラザ設置管理条例の廃止について 77

41
千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関
する条例の一部改正について

78

42
千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について

82

43 千葉市学校教育審議会設置条例の制定について 84

44
県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する
条例の制定について

87

45 千葉市学校給食センター設置管理条例の一部改正について 104

46 千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程の廃止について 105

47
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改
正について

106

48 千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 109

49 財産の取得について（千葉中央コミュニティセンター民間所有持分） 137



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

50 損害賠償額の決定について 138

51 指定管理者の指定について（稲毛海浜公園花の美術館ほか４施設） 139

52 包括外部監査契約について 140

53
議決事件の一部変更について（旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事に
係る工事請負契約）

141

54
議決事件の一部変更について（液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８
－１工区）に係る工事請負契約）

144

55
議決事件の一部変更について（液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８
－２工区）に係る工事請負契約）

147

56 市道路線の認定及び廃止について 150



議案第２７号 

千葉市職員定数条例の一部改正について 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員定数条例の一部を改正する条例 

千葉市職員定数条例（昭和２４年千葉市条例第３１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項の表教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属す

る学校その他の教育機関の職員の項中「９６０人」を「５，３７７人」

に改め、同表合計の項中「７，５２５人」を「１１，９４２人」に改め、

同条第２項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の規

定により大学院修学休業をしている職員 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

職員の定数を改めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 
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議案第２８号 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特

別措置に関する条例の一部改正について 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特別措

置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の給与に関する条例及び千葉市教育職員の給与等の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例 

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「である職員（」を「である職員、職務の級が２級で

ある職員（教育職給料表及び」に、「平成２８年４月１日から平成 

２９年３月３１日まで」を「平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日まで」に、「１００分の１．６」を「１００分の１．２」に、

「１００分の１．２（医療職給料表（１）の適用を受ける職員にあっ

ては、１００分の１）」を「１００分の１」に改める。 

附則第４項中「１００分の１．６」を「１００分の１．２」に、

「１００分の１．２（医療職給料表（１）の適用を受ける職員にあっ

ては、１００分の１）」を「１００分の１」に、「１００分の３」を

「１００分の２．３」に改める。 

附則第５項各号列記以外の部分中「１００分の３」を「１００分の

２．３」に改め、同項第１号中「１００分の６」を「１００分の５」

に改め、同項第２号、第３号、第６号及び第７号中「１００分の４．

２」を「１００分の３．３」に改める。 

附則別表第１行政職給料表の部２級の項、同表医療職給料表（１）

の部１級の項、同表医療職給料表（２）の部２級の項及び同表医療職

給料表（３）の部２級の項を削る。 

附則別表第２を次のように改める。 
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附則別表第２ 

行政職給料表 ３級 １６号給 

教育職給料表 ２級 ５１号給 

医療職給料表（１） ２級 １６号給 

医療職給料表（２） ３級 １６号給 

医療職給料表（３） ３級 １６号給 

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま 

で」を「平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで」に改め

る。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

厳しい財政状況を踏まえ、一般職の職員の給料の減額措置を継続す

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第２９号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

第１条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１４項から第２１項まで及び附則第２３項から第２７項まで

の規定中「平成２９年３月３１日」を「平成２９年６月１３日」に改

める。 

第２条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を次のように改正する。 

第４条第１項中「教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会及び固

定資産評価審査委員会の委員を除く。以下この項及び第３項ただし 

書」を「農業委員会の委員、監査委員及び固定資産評価員に限る。以

下この条」に改め、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「前

２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次

に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、行政委員会の委員等が疾病等により

月の初日（月の中途においてその職に就任したときにあっては、そ

の職に就任した日）からその月の末日（月の中途においてその職を

退職し、失職し、若しくは免職され、又は死亡したときにあっては、

その退職、失職若しくは免職又は死亡の日）までの間にわたりその

職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬

を支給しない。 
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附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２条の規

定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

厳しい財政状況を踏まえ、特別職の職員の給与の減額措置を継続す

るほか、行政委員会の委員等の月額報酬の支給方法を改めるため、条

例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３０号 

千葉市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について 

千葉市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例 

（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年千葉市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

第２条の３を第２条の４とし、第２条の２第１号中「子」の次に

「（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）」を

加え、同条を第２条の３とし、第２条の次に次の１条を加える。 

  （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育

里親である職員（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職

員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規定により委託されて

いる当該児童とする。 

第３条第１号を次のように改める。 

 （１）育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産した

ことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の

休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなった

こと。 

ア 死亡した場合 

   イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

  第３条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「第２条の２第３ 

号」を「第２条の３第３号」に改め、同号を同条第７号とし、同条第
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２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１号の次に次の１号

を加える。 

 （２）育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したこ

とにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する

承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

  イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規

定による請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立

しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置

が解除された場合 

 第１１条第１号を次のように改める。 

 （１）育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項に規定する育児短

時間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員が、産前の休業を

始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効

力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第３条第１号

ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。 

第１１条中第６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ

繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２）育児短時間勤務をしている職員が、第１４条第１号に掲げる事

由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消され

た後、同号に規定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに掲

げる場合に該当することとなったこと。 

第１９条第２項中「）を承認されている」を「）又は勤務時間条例

第１５条の２第２項第１号の規定による介護時間の承認を受けて勤務

しない」に、「を承認されている時間」を「又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間」に改める。 

  第２０条第２項中「行う場合」の次に「又は勤務時間条例第１５条

の２第２項第２号の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場

合」を加え、「から当該特別休暇を承認されている」を「から当該特

別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない」に、「を承認さ
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れている時間、」を「又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時

間、」に、「の当該特別休暇を承認されている時間」」を「の当該特

別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間」」に改める。 

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉

市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第８条の２第１項中「昭和２６年千葉市条例第３６号」の次に  

「。以下「給与条例」という。」を加える。 

第８条の３第１項中「の子」の次に「（民法（明治２９年法律第 

８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児

童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。次項及び第

３項において同じ。）」を加え、同条第４項中「第１項及び前項」を

「前３項」に改め、「（以下この項において「要介護者」とい 

う。）」を削り、「第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子」

の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の

規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条

第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

規則で定める者を含む。次項及び第３項において同じ。）」を加え、

「あるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当

該要介護者を介護」と、」を「あり、第２項中「３歳に満たない子の

ある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及

び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で
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定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第１５条第１項に

規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」とい

う。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」と、第１項中」に、「前項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とある

のは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介

護者を介護」を「第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営

に支障がある」に改める。 

第１１条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

第１２条第１項中「１の」を「一の」に改める。 

第１５条第１項中「職員が」の次に「要介護者（」を、「あるも 

の」の次に「をいう。以下同じ。）」を、「ため、」の次に「任命権

者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期

間」という。）内において」を加え、同条第２項中「前項に規定する

者の各々が同項に規定する介護を必要とする１の継続する状態ごとに、

連続する６月の期間」を「指定期間」に改め、同条第３項中「千葉市

職員の給与に関する条例」及び「同条例」を「給与条例」に改め、同

条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

 第１５条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介

護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続

する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、次の各号のいずれかに掲げる時間とする。 

（１）前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範

囲内で必要と認められる時間 

（２）前項に規定する期間内において、１日につき５時間を超えず、
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かつ、１週間につき１０時間（再任用短時間勤務職員及び育児短

時間勤務職員等にあっては、１０時間に１週間の勤務日の日数を

５日で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない範囲内で必要

と認められる時間 

３ 介護時間については、給与条例第１４条の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、給与条例第１９条に規定する勤務時間

１時間当たりの給与額を減額する。 

 第１７条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「第１５条第３項」の次に「若しくは第１５条の２第

３項」を加える。 

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改 

正） 

第４条 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

５０年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「占めるもの」の次に「（以下この項において

「再任用短時間勤務職員」という。）」を加え、「又は介護休暇（当

該職員が」を「、介護休暇（当該職員が要介護者（」に改め、「ある

もの」の次に「をいう。以下この項において同じ。）」を、「休暇を

いう。）」の次に「又は介護時間（当該職員が要介護者の介護をする

ため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間（要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間をいう。）と重

複する期間を除く。）内において勤務時間の一部（１日につき２時間

を超えない範囲内の時間又は１日につき５時間を超えず、かつ、１週

間につき１０時間（再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間
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勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）にあっては、１０時間に１週間

の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間に限る。）につき勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇をいう。）」を加える。 

  第２０条の２中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）」を「育児休業法」に改める。 

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改 

正） 

第５条 千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成

２３年千葉市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「占めるもの」の次に「（以下この項において

「再任用短時間勤務職員」という。）」を加え、「又は介護休暇（当

該職員が」を「、介護休暇（当該職員が要介護者（」に改め、「ある

もの」の次に「をいう。以下この項において同じ。）」を、「休暇を

いう。）」の次に「又は介護時間（当該職員が要介護者の介護をする

ため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間（要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間をいう。）と重

複する期間を除く。）内において勤務時間の一部（１日につき２時間

を超えない範囲内の時間又は１日につき５時間を超えず、かつ、１週

間につき１０時間（再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間

勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。）にあっては、１０時間に１週間

の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間に限る。）につき勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇をいう。）」を加える。 

第２７条中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律
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第１１０号）」を「育児休業法」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正前の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第１５条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、

この条例の施行の日（以下この項において「施行日」という。）にお

いて当該介護休暇の初日（以下この項において単に「初日」とい 

う。）から起算して６月を経過していないものの当該介護休暇に係る

第２条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例第１５条第１項に規定する指定期間については、任命権者は、規

則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以

後の日（初日から起算して６月を経過する日までの日に限る。）まで

の期間を指定するものとする。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、育児休

業等の対象となる「子」の範囲を拡大するとともに、介護休暇を分割

して取得できることとするほか、所要の改正を行うため、条例の一部

を改正しようとするものであります。 
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議案第３１号 

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について 

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千葉市条例第

４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「、第２項」を「（同条第４項において準用する場合を含む。

以下同じ。）から第３項まで」に改める。 

第６条に次の１項を加える。 

２ 第２条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用

する。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第６条の２ 法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は、配偶

者同行休業の期間延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行

休業に係る配偶者の第４条第１号の外国での勤務が同日後も引き続く

こととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定して

いなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情を定めるた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３２号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正

について 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例 

千葉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年千葉市条

例第６３号）の一部を次のように改正する。 

別表中１４の項を１５の項とし、１０の項から１３の項までを１項ず

つ繰り下げ、９の項の次に次のように加える。 

10 市長 子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）に

よる地域子ども・子育て支

援事業に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障害者関係情報であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報

であって規則で定める

もの 

住民票関係情報であっ

て規則で定めるもの 
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  中国残留邦人等支援給

付等関係情報であって

規則で定めるもの 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

個人番号を利用する事務を追加するとともに、同事務における特定

個人情報の利用範囲を定めるため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第３３号 

千葉市自転車を活用したまちづくり条例の制定について 

千葉市自転車を活用したまちづくり条例を次のとおり制定するものと

する。 

  平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市自転車を活用したまちづくり条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 自転車を活用したまちづくり 

  第１節 自転車の特性等を踏まえた活用と利用促進（第６条―第９

条） 

  第２節 自転車を利用する環境の整備（第１０条） 

  第３節 交通安全の確保等（第１１条―第２０条） 

第３章 自転車を活用したまちづくりの推進体制等（第２１条―第 

２３条） 

第４章 雑則（第２４条） 

附則 

本市は、全体として平坦な地形であり、自転車を日常的に利用しやす

く、また、海辺、河川、谷津田、里山などの自転車で巡る地域資源に恵

まれている。 

自転車は、電動アシスト車、スポーツ車等の普及によるその種類の多

様化及び自転車に類似する玩具の普及により、子どもから高齢者まで、

幅広い世代にとってより手軽で便利な移動手段となっている。また、ス

ポーツやレクリエーションとしての楽しみ方が多様化するとともに、情

報通信技術の自転車への活用等の技術革新が進むことにより、市民の生

活様式を更に変化させる可能性がある。 

本市では、従来から交通安全や自転車を利用する環境の整備を推進し

ているところ、環境への負荷が少なく、健康を増進し、地域の活性化に
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貢献し、災害時において機動的であるといった特性を持つ自転車は、そ

の有用性が見直されつつある。 

自転車は、その種類及び楽しみ方の多様化並びに様々な技術の発展と

ともに、今後更なる進化の可能性を秘めており、本市が成熟した都市を

目指したまちづくりを進めていく上で、有効な移動手段として再認識し、

様々な分野の施策において、積極的に活用すべき移動手段の一つである。 

一方、自転車に起因する重大な事故、公共の場所における自転車の放

置等の問題も発生しており、自転車が走行する環境の整備を推進すると

ともに、自転車利用者のルールの遵守及びマナーの向上について、自転

車利用者の意識の醸成に向けた一層の取組が必要である。また、歩行者、

自転車利用者及び自動車等運転者が安全かつ快適に共存できるよう、互

いに思いやり、理解を深め合う取組を進めることが必要である。 

自転車の利用に適している本市の特徴を活かすとともに、自転車に関

わる多様な主体との連携の下、市民が安全、快適かつ自発的に自転車を

利用することにより、成熟した都市を目指し、本市にふさわしいまちづ

くりを推進するため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市の自転車を活用したまちづくりに関し、基本

理念を定め、市、市民等、自転車利用者等の責務及び役割を明らかに

するとともに、これらの者の連携その他の基本的な事項を定めること

により、本市における自転車を活用したまちづくりの総合的な推進に

資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１）自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項

第１１号の２に規定する自転車をいう。 

（２）自転車利用者 市内で自転車を利用する者をいう。 

（３）自動車等運転者 道路交通法第２条第１項第９号に規定する自動

車及び同項第１０号に規定する原動機付自転車（第１３条において
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「自動車等」という。）を運転する者をいう。 

（４）市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。 

（５）事業者 市内で事業活動を行う法人及び個人をいう。 

（６）公共交通事業者 次に掲げる事業者をいう。 

  ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１項に規定

する一般乗合旅客自動車運送事業者 

イ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定す

る鉄道事業者 

ウ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第３条の特許を受けた事業 

 者 

（７）自転車小売業者等 自転車の小売を業とする者（第１５条第１項

及び第２項において「自転車小売業者」という。）及び自転車の貸

出しを業とする者（同条第３項において「自転車貸出業者」とい

う。）をいう。 

（８）学校 市内に所在する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条に規定する学校をいう。 

（９）関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組

織された団体及び自転車の安全利用に関する活動を行う団体をいう。 

（10）自転車保険等 自転車に関する交通事故により生じた損害をて

ん補するための保険又は共済をいう。 

（基本理念） 

第３条 自転車を活用したまちづくりは、市、市民等、事業者等が、自

転車が手軽で便利な移動手段であり、環境への負荷の低減、健康の増

進及び地域の活性化に貢献し、災害時において機動的である等の様々

な特性と、まちづくりへの活用や市民等の生活様式を変化させる可能

性（以下「自転車の特性等」という。）を有することを十分に理解す

るとともに、歩行者、自転車利用者及び自動車等運転者が安全かつ快

適に共存できるよう互いに思いやり、理解を深め合いながら、多様な

主体との連携の下、安全、快適かつ自発的な自転車の活用を推進し、

将来にわたり成熟した都市にふさわしいまちづくりを目指すことを基

本理念として行うものとする。 
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（市の責務） 

第４条 市は、自転車を活用したまちづくりに関する計画を策定し、及

び施策を総合的に推進するものとする。 

２ 市は、自転車の利用の促進及び安全利用に関する周知、啓発、教育、

指導等を実施するものとする。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、自転車を活用したまちづくりについての理解及び関

心を深めるとともに、自転車の利用の促進及び安全利用に関する取組

に自ら参画するよう努めるものとする。 

第２章 自転車を活用したまちづくり 

    第１節 自転車の特性等を踏まえた活用と利用促進 

（自転車を活用した施策の推進） 

第６条 市は、市民等、事業者等と連携し、自転車の特性等を活用した

交通、環境、健康、スポーツ、レクリエーション、観光等に関する

様々な施策を総合的に推進するものとする。 

（自転車の特性等の周知及び啓発） 

第７条 市は、市民及び事業者に対し、自転車の特性等を踏まえた有効

な自転車の利用に関する周知及び啓発を行うものとする。 

２ 自転車小売業者等は、自転車の特性等を理解し、自転車の販売、点

検又は整備をするときは、その顧客に対し、自転車の特性等に関する

周知及び啓発を行うよう努めるものとする。 

３ 学校（幼稚園を除く。）及び専修学校等（学校教育法第１２４条に

規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定する各種学校をい

う。以下同じ。）の長は、自転車の特性等を理解し、その児童、生徒

又は学生に対し、自転車の特性等に関する周知及び啓発を行うよう努

めるものとする。 

４ 未成年者を保護する責任のある者（以下「保護者」という。）は、

自転車の特性等を理解し、当該未成年者に対し、自転車の特性等に関

する教育を行うよう努めるものとする。 

５ 事業者は、自転車の特性等を理解し、その従業員に対し、自転車の

特性等に関する周知及び啓発を行うよう努めるものとする。 
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（市民等による自転車利用の推進） 

第８条 市民等は、自転車の特性等を理解し、有効な自転車の利用に努

めるものとする。 

（事業者による自転車利用の推進と促進） 

第９条 事業者は、自転車の特性等を理解し、事業活動における自転車

の利用の推進及び従業員の通勤時等における有効な自転車の利用の促

進に努めるものとする。 

２ 公共交通事業者は、公共交通機関と自転車とが、有機的及び効果的

に連携することができるよう努めるものとする。 

第２節 自転車を利用する環境の整備 

第１０条 市は、自転車の種類及び利用目的の多様化並びに社会環境の

変化に対応し、国その他の関係者と連携して安全かつ快適な自転車が

走行する環境の整備を推進するとともに、事業者と連携して自転車の

駐車のための施設（以下「自転車駐車場」という。）の設置を進める

ものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、自転車を利用する環境の整備につ

いて千葉県その他の関係者と連携し、自転車の利便性向上に係る環境

の整備に努めるものとする。 

３ 公共交通事業者は、公共交通機関を利用する自転車利用者のために

必要な自転車駐車場の設置に積極的に努めるものとする。 

    第３節 交通安全の確保等 

（市民等に対する自転車交通安全教育） 

第１１条 市は、国、千葉県、関係団体等と連携し、市民等に対し、自

転車を安全かつ適正に利用するための周知、啓発及び教育を行うもの

とする。 

（自転車利用者の遵守事項） 

第１２条 自転車利用者は、道路交通法その他の自転車の利用に関する

法令、条例等を遵守するとともに、歩行者の安全を確保し、及び他の

車両等の交通を妨げないよう、十分な配慮に努めるものとする。 

２ 自転車利用者は、次に掲げる事項を励行することにより、自転車に

起因する事故及び盗難等の被害の防止等に関する意識を高めるととも
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に、自転車の安全な利用に努めるものとする。 

（１）自転車を定期的に点検し、必要に応じて整備すること。 

（２）自転車に灯火を備え付けるとともに、当該自転車の両側面に反射

器材を備え付けること。 

（３）乗車用ヘルメットを着用すること。 

（４）自転車の盗難を防止するための施錠、ひったくりを防止するため

の措置等の防犯対策を徹底すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をか

けるような運転をしないこと。 

（自動車等運転者の遵守事項） 

第１３条 自動車等運転者は、道路交通法その他の自動車等の利用に関

する法令、条例等を遵守するとともに、車道を通行する自転車の安全

に十分配慮した自動車等の運転に努めるものとする。 

２ 自動車等運転者は、追越し等のため自転車の側方を通過するときは、

当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めるもの

とする。 

３ 自動車等運転者は、車道に自転車が走行する環境が整備された道路

においては、みだりに自動車等の停車又は駐車を行わないよう努める

ものとする。 

（歩行者の遵守事項） 

第１４条 歩行者は、自らも道路交通法の適用を受けることを十分理解

した上で、同法その他の法令、条例等を遵守するとともに、歩道等を

安全に通行するよう努めるものとする。 

（自転車小売業者等の役割） 

第１５条 自転車小売業者は、自転車の販売、点検又は整備をするとき

は、自転車利用者に対し、自転車の安全な利用方法並びに自転車の定

期的な点検及び整備の必要性について周知及び啓発を行うよう努める

ものとする。 

２ 自転車小売業者は、道路において利用する自転車を販売するときは、

当該自転車に灯火及び両側面に反射器材を備え付けること等により、

自転車が安全で適正に利用されるために必要な措置を講ずるよう努め
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るものとする。 

３ 自転車貸出業者は、道路において利用する自転車を貸し出すときは、

当該自転車に灯火及び両側面に反射器材を備え付けること等により、

自転車が安全で適正に利用されるために必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（保護者等の役割） 

第１６条 保護者は、その保護する未成年者に対し、事故を未然に防ぐ

ため、自転車の適正な利用方法を説明し、自転車の安全利用に関する

教育及び指導を行うよう努めるものとする。 

２ 保護者は、自転車の利用において、その保護する未成年者の模範と

なるよう努めるものとする。 

３ 保護者は、その保護する未成年者である幼児、児童又は生徒が自転

車を利用するときは、乗車用ヘルメットその他の自転車の利用に係る

交通事故の被害の軽減を図るための器具を着用させるよう努めるもの

とする。 

４ 高齢者の家族は、当該高齢者に対し、乗車用ヘルメットその他の自

転車の利用に係る交通事故の被害の軽減を図るための器具を着用させ

るとともに、自転車の安全利用に関する助言をするよう努めるものと

する。 

（教育機関の役割） 

第１７条 学校（大学を除く。）の長は、当該学校における教育活動と

して、その児童又は生徒に対し、心身の発達段階に応じた自転車の安

全利用に関する啓発及び教育を行うよう努めるものとする。 

２ 小学校、中学校及び高等学校の長は、児童又は生徒の自転車を利用

して通学することを認めるときは、当該児童又は生徒に対し、必要な

教育及び指導を行うよう努めるものとする。 

３ 大学及び専修学校等の長は、その生徒又は学生に対し、自転車の安

全利用に関する啓発及び教育を行うよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第１８条 事業者は、事業活動又は通勤で自転車を利用する従業員に対

し、自転車の安全利用に関する啓発を行い、自転車を利用した通勤の
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ために自転車駐車場を確保し、及び自転車の適正な管理に努めるもの

とする。 

２ 事業者は、その所有する施設において自転車の駐車需要を生じさせ

る場合は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場の確保に努

めるものとする。 

（関係団体の役割） 

第１９条 関係団体は、自転車利用者に対し、自転車の安全利用に関す

る教育、啓発及び指導を行うよう努めるものとする。 

（自転車保険等への加入等） 

第２０条 自転車利用者（未成年者を除く。）は、自転車保険等に加入

するよう努めるものとする。ただし、当該自転車利用者の自転車保険

等への加入が当該自転車利用者以外の者によりなされているときは、

この限りでない。 

２ 保護者は、その保護する未成年者が自転車を利用するときは、当該

自転車の利用に係る自転車保険等に加入するよう努めるものとする。

ただし、当該未成年者の自転車保険等への加入が当該保護者以外の者

によりなされているときは、この限りでない。 

３ 事業者は、その事業活動において従業員に自転車を利用させるとき

は、当該自転車の利用に係る自転車保険等に加入するよう努めるとと

もに、通勤で自転車を利用する従業員に対し、自転車保険等の加入に

関する情報を提供するよう努めるものとする。 

４ 学校及び専修学校等の長は、児童、生徒、学生及びその保護者に対

し、自転車保険等への加入に関する啓発を行うよう努めるものとする。 

５ 市、関係団体及び自転車小売業者等は、自転車利用者に対し、自転

車に起因する事故がもたらす被害等の情報について周知を図り、自転

車保険等に加入するよう啓発を行うとともに、自転車保険等に加入し

ようとする者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下に、自転

車保険等の加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

第３章 自転車を活用したまちづくりの推進体制等 

（自転車を活用したまちづくり推進の組織等） 

第２１条 自転車に関わる全ての者は、この条例の目的を達成するため、
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それぞれの役割を相互に補完し、及び連携するよう努めるものとする。 

２ 市は、自転車を活用したまちづくりを推進するため、市民等、事業

者等と連携し、自転車に関わる者による、柔軟かつ弾力的に対応し得

る組織を構築するものとする。 

（自転車を活用したまちづくり推進のための人材育成等） 

第２２条 市は、市民等、事業者等と連携し、自転車を活用したまちづ

くりを推進する人材の育成を行うものとする。 

２ 市は、市民等、事業者等と連携し、自転車を活用したまちづくりを

推進する市民団体、事業者等に対し、自転車に関する施策に係る情報

提供その他の支援等を行うものとする。 

（表彰） 

第２３条 市長は、自転車を活用したまちづくりの推進に貢献した者を

表彰することができる。 

第４章 雑則 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

市民等の安全、快適かつ自発的な自転車利用をもって、将来にわた

り、自転車を活用したまちづくりを総合的に進めるための基本的な事

項について定めるため、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第３４号 

千葉市介護保険条例等の一部改正について 

千葉市介護保険条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市介護保険条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市介護保険条例の一部改正） 

第１条 千葉市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条の３の次に次の４条を加える。 

  （介護予防・日常生活支援総合事業に係る支給限度額） 

 第２条の４ 居宅要支援被保険者等が月の初日からの１月間において

受けた第１号訪問事業又は第１号通所事業（指定事業者により行わ

れるものに限る。以下「第１号訪問事業等」という。）につき支給

する第１号事業支給費の額の総額と法第５５条第１項に規定する合

計額との合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び

介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示

第３３号。以下この条において「告示第３３号」という。）第２号

（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行

規則」という。）第１４０条の６２の４第２号に掲げる者にあって

は、告示第３３号第２号イ）に規定する介護予防サービス費等区分

支給限度基準額を基礎として、施行規則第８７条に定めるところに

より算定した額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める割合を乗じて得た額を超えることができない。 

（１）次号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者

等 １００分の９０（次条の規定の適用を受ける者にあっては 

１００分の９０を超え１００分の１００以下の範囲内において市

長が定める割合） 

（２）法第５９条の２に規定する所得の額が同条の政令で定める額以
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上である居宅要支援被保険者等 １００分の８０（次条の規定の

適用を受ける者にあっては１００分の８０を超え１００分の  

１００以下の範囲内において市長が定める割合） 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第２条の５ 施行規則第９７条第１項各号に掲げる特別の事情その他

これらに類するものとして市長が認める事情があることにより、第

１号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要

支援被保険者等へ支給する第１号訪問事業等に係る第１号事業支給

費の額の割合は、施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号イ、

第２号イ及び第３号イ並びに第４項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。 

（１）前条第１号に掲げる者  １００分の９０を超え１００分の  

１００以下の範囲内において市長が定める割合 

（２）前条第２号に掲げる者  １００分の８０を超え１００分の  

１００以下の範囲内において市長が定める割合 

（高額介護予防サービス費相当費の支給） 

第２条の６ 居宅要支援被保険者等に係る第１号に掲げる額から第２

号に掲げる額を控除して得た額（次条第１項において「利用者負担

額」という。）が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保

険者等に対し、高額介護予防サービス費相当費を支給する。 

（１）居宅要支援被保険者等が受けた第１号訪問事業等に係る第１号

事業支給費の合計額（次号において「第１号事業支給費合計額」

という。）に９０分の１００（第２条の４第２号に掲げる者（前

条の規定の適用を受ける者を除く。）にあっては８０分の１００、

前条第１号に掲げる者にあっては１００分の１００を同号に規定

する市長が定める割合で除して得た割合、同条第２号に掲げる者

にあっては１００分の１００を同号に規定する市長が定める割合

で除して得た割合）を乗じて得た額 

（２）第１号事業支給費合計額 

２ 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費相当費の支

給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当費の支給に関し
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て必要な事項は、高額介護予防サービス費に係るこれらの事項を勘

案して市長が別に定める。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当費の支給）  

第２条の７ 居宅要支援被保険者等に係る利用者負担額（前条第１項

の高額介護予防サービス費相当費が支給される場合にあっては、当

該支給額に相当する額を控除して得た額）及び当該居宅要支援被保

険者等に係る介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「令」という。）第２２条の３第１項各号に定める額の合計額が、

著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、高額

医療合算介護予防サービス費相当費を支給する。  

２ 前項に規定するもののほか、高額医療合算介護予防サービス費相

当費の支給要件、支給額その他高額医療合算介護予防サービス費相

当費の支給に関して必要な事項は、高額医療合算介護予防サービス

費に係るこれらの事項を勘案して市長が別に定める。 

  第３条第１号中「介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。

以下「令」という。）」を「令」に改める。 

（千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）の

一部を次のように改正する。 

     「第２章 介護予防訪問介護 

      第１節 基本方針（第４条） 

 目     第２節 人員に関する基準（第５条・第６条） 

       第３節 設備に関する基準（第７条） 

  目次中  第４節 運営に関する基準（第８条―第３８条） 

       第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す 

る基準（第３９条―第４１条） 

       第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第 
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           ４２条―第４６条）           」 

を「第２章 削除」に、「第５１条」を「第５０条の２」に、 

「第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針（第９６条） 

 目 第２節 人員に関する基準（第９７条・第９８条） 

   第３節 設備に関する基準（第９９条） 

   第４節 運営に関する基準（第１００条―第１０７条） 

   第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（第１０８条―第１１１条） 

   第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１２条 

      ―第１１５条）                 」 

を「第７章 削除」に、「第１１９条」を「第１１８条の２」に改め

る。 

 第２条第１号中「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）

附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正

規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）」

を「法」に改め、同条第２号から第４号までの規定中「旧法」を「法」

に改める。 

 第２章を次のように改める。 

   第２章 削除 

第４条から第４６条まで 削除 

 第４８条第３項中「千葉市指定居宅サービス等条例第４８条第１項

に」を「千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号。以下「千葉

市指定居宅サービス等条例」という。）第４８条第１項に」に改める。 

 第３章第４節中第５１条の前に次の１２条を加える。 

（内容及び手続の説明並びに同意） 

第５０条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその
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家族に対し、第５４条に規定する重要事項に関する規程の概要、介

護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して

説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族か

らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、

第５項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾

を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介

護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機

と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を

電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、

当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法によ

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって

調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記
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録を出力することにより文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入

浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理

組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第２項の規定により第１項

に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該

利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

（１）第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事

業者が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、

当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込

者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的

方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家

族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第５０条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく

指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第５０条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予

防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常

時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供する

ことが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防

支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者

等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 
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（受給資格等の確認） 

第５０条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有

効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第

１１５条の３第２項の規定により認定審査会意見が記載されている

ときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介

護を提供するように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第５０条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申

込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏

まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援（これに相当

するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合

であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くと

も当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０日

前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第５０条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者

が開催するサービス担当者会議（千葉市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年千葉市

条例第１３号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第

３２条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）

等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ
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ばならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第５０条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導

を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情

報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第５０条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。次条において「施行規則」とい

う。）第８３条の９各号のいずれにも該当しないときは、当該利用

申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予

防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、

介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、

介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防

サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならな

い。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第５０条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サー

ビス計画（施行規則第８３条の９第１号ハ及びニに規定する計画を

含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指

定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第５０条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護

予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護

予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならな
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い。 

（身分を証する書類の携行） 

第５０条の１２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問

入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第５０条の１３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防

訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の

提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第５３

条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サー

ビス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を

記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する

とともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他

適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。 

第５１条の次に次の２条を加える。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第５１条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払

を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用

の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

利用者に対して交付しなければならない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第５１条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければな

らない。 

（１）正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指
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示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認め

られるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。 

（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けよう

としたとき。 

 第５４条の次に次の１０条を加える。 

 （勤務体制の確保等） 

第５４条の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適

切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪

問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪

問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業

者に対し、高齢者虐待（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）第２条第５項

に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。以下同

じ。）の防止を図るため、毎年１回以上、研修を実施しなければな

らない。 

（衛生管理等） 

第５４条の３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入

浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行

わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護

事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等について、衛生的な管理に努めなければならない。 
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（掲示） 

第５４条の４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護事業所の見やすい場所に、第５４条に規定する重要事項

に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第５４条の５ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な

理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴

介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用

者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ、

文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第５４条の６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が

虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第５４条の７ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事

業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサ

ービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第５４条の８ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介

護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する
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等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場

合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問

入浴介護に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他

の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問

若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う

調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問

入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に

規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第

１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体

連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第５４条の９ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営

に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者

からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。 

（事故発生時の対応） 

第５４条の１０ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対す

る指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、
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速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支

援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第５４条の１１ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防

訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防

訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければ

ならない。 

 第５５条第２項第１号中「次条において準用する第１９条第２項」

を「第５０条の１３第２項」に改め、同項第２号中「次条において準

用する第２３条」を「第５１条の３」に改め、同項第３号中「次条に

おいて準用する第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第４号中「次条において準用する第３６条第２項」を「第５４条

の１０第２項」に改める。 

 第５６条を次のように改める。 

第５６条 削除 

 第６２条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１９条まで、

第２１条、第２３条、第２８条から第３３条まで、第３４条（第５項

及び第６項を除く。）及び第３５条から第３７条まで並びに」を削り、

「第５１条第１項及び」を「第５０条の９、第５１条第１項、第５４

条の８第５項及び第６項並びに」に、「これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と、第８条第１項及

び第３０条中「第２６条」を「第５０条の２第１項及び第５４条の４

中「第５４条」に、「第１９条第１項」を「第５０条の１３第１項」

に、「当該指定介護予防訪問介護」を「当該指定介護予防訪問入浴介

護」に改め、「、第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指
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定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」と、

第２９条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と」を削り、

「前項」と」の次に「、第５１条の２中「法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護」と」を加える。 

 第７３条第２項第４号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３第

２項」に改め、同項第５号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、

同項第６号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第７号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め

る。 

 第７４条中「第８条、第９条、第１１条から第１３条まで、第１５

条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第２８条から第３７条ま

で及び第５３条」を「第５０条の２、第５０条の３、第５０条の５か

ら第５０条の７まで、第５０条の９から第５０条の１３まで、第５１

条の２、第５１条の３、第５３条及び第５４条の２から第５４条の 

１１まで」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」

に、「第８条第１項及び第３０条中「第２６条」を「第５０条の２第

１項及び第５４条の４中「第５４条」に、「第１３条中」を「第５０

条の７中」に改め、「病歴」と」の次に「、第５４条の３第２項中

「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあ

るのは「設備及び備品等」と」を加える。 

 第８３条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３第

２項」に改め、同項第３号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、 

同項第４号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第５号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め

る。 

 第８４条中「第８条から第１３条まで、第１５条から第１９条まで、

第２１条、第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条から第 

３７条まで、第５３条」を「第５０条の２から第５０条の７まで、第

５０条の９から第５０条の１３まで、第５１条の２、第５１条の３、
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第５３条、第５４条の２から第５４条の５まで、第５４条の７から第

５４条の１１まで」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護

従業者」に、「第８条第１項及び第３０条中「第２６条」を「第５０

条の２第１項及び第５４条の４中「第５４条」に、「第１３条中」を

「第５０条の７中」に改め、「病歴」と」の次に「、第５４条の３第

２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

 第９２条第２項第１号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３第

２項」に改め、同項第２号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、

同項第３号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第４号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め

る。 

 第９３条中「第８条から第１３条まで、第１６条、第１８条、第 

１９条、第２１条、第２３条、第２８条から第３１条まで、第３３条

から第３７条まで、第５３条」を「第５０条の２から第５０条の７ま

で、第５０条の１０、第５０条の１２、第５０条の１３、第５１条の

２、第５１条の３、第５３条、第５４条の２から第５４条の５まで、

第５４条の７から第５４条の１１まで」に、「訪問介護員等」を「介

護予防訪問入浴介護従業者」に、「第８条第１項及び第３０条中「第

２６条」を「第５０条の２第１項及び第５４条の４中「第５４条」に、

「第１３条中」を「第５０条の７中」に、「第１８条中」を「第５０

条の１２中」に改め、「「利用者」と」の次に「、第５４条の３第２

項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

とあるのは「設備及び備品等」と」を加える。 

 第７章を次のように改める。 

   第７章 削除 

第９６条から第１１５条まで 削除 

 第８章第４節中第１１９条の前に次の２条を加える。 

 （利用料の受領） 

第１１８条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法

定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーショ
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ンを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指

定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基

準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払わ

れる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通

所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前２項の支払を

受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受

けることができる。 

（１）利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住す

る利用者に対して行う送迎に要する費用 

（２）食事の提供に要する費用 

（３）おむつ代 

（４）前３号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第３項の費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１１８条の３ 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指

定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の
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医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 第１２０条の次に次の３条を加える。 

 （勤務体制の確保等） 

第１２０条の２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利

用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供でき

るよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通

所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテ

ーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リ

ハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リ

ハビリテーション従事者に対し、高齢者虐待の防止を図るため、毎

年１回以上、研修を実施しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１２０条の３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利

用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っ

てはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第１２０条の４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非

常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければ

ならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、地震その他の非

常災害に備え、当該指定介護予防通所リハビリテーションの利用者
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のため、物資の確保に必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 第１２２条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３

第２項」に改め、同項第３号中「第２３条」を「第５１条の３」に改

め、同項第４号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改

め、同項第５号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に

改める。 

 第１２３条中「第８条から第１３条まで、第１５条から第１７条ま

で、第１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３７条まで、第６８条、第１００条及び第１０２条か

ら第１０４条まで」を「第５０条の２から第５０条の７まで、第５０

条の９から第５０条の１１まで、第５０条の１３、第５１条の２、第

５１条の３、第５４条の４、第５４条の５、第５４条の７から第５４

条の１１まで及び第６８条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問

入浴介護従業者」に、「第８条第１項及び第３０条中「第２６条」を

「第５０条の２第１項及び第５４条の４中「第５４条」に、「第１３

条中」を「第５０条の７中」に改め、「、第１０２条第３項及び第４

項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリ

テーション従業者」と」を削る。 

 第１３２条第１項第２号ア及びイ中「第１０４条第１項」を「第 

１２０条の４第１項」に改める。 

 第１３３条第２項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５０条

の２第２項から第６項まで」に改める。 

 第１３９条の次に次の１条を加える。 

（衛生管理等） 

第１３９条の２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の

使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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 第１４１条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３

第２項」に改め、同項第４号中「第２３条」を「第５１条の３」に改

め、同項第５号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改

め、同項第６号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に

改める。 

 第１４２条中「第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第

１９条、第２１条、第２３条、第３０条から第３７条まで、第５３条、

第１０２条、第１０４条及び第１０５条」を「第５０条の３から第 

５０条の７まで、第５０条の９、第５０条の１０、第５０条の１３、

第５１条の２、第５１条の３、第５３条、第５４条の４から第５４条

の１１まで、第１２０条の２及び第１２０条の４」に、「第３０条中

「第２６条」を「第５４条の４中「第５４条」に、「訪問介護員等」

を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第１０２条第３項及び第４

項中「介護予防通所介護従業者」を「第１２０条の２第３項及び第４

項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」に改める。 

 第１５３条第１項第２号ア及びイ中「第１０４条第１項」を「第 

１２０条の４第１項」に改める。 

 第１５９条中「第１３７条」の次に「、第１３９条の２」を加え、

「第１０２条」を「第１２０条の２」に改める。 

 第１６５条の見出し中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改め、同条中「、指定介

護予防通所介護事業所」を削り、「指定介護予防通所介護事業所等」

を「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」に改める。 

 第１６６条第４項、第１６９条第１項及び第１７０条（見出しを含

む。）中「指定介護予防通所介護事業所等」を「指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所等」に改める。 

 第１７１条中「第９条から第１３条まで、第１６条、第１９条、第

２１条、第２３条、第３０条から第３３条まで、第３４条」を「第 

５０条の３から第５０条の７まで、第５０条の１０、第５０条の１３、

第５１条の２、第５１条の３、第５３条、第５４条の４から第５４条

の７まで、第５４条の８」に、「第３５条から第３７条まで、第５３
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条、第１０２条、第１０４条、第１０５条」を「第５４条の９から第

５４条の１１まで、第１２０条の２、第１２０条の４」に、「第１９

条第１項」を「第５０条の１３第１項」に、「指定介護予防訪問介護」

を「指定介護予防訪問入浴介護」に、「第２１条中」を「第５１条の

２中」に、「第３０条中「第２６条」を「第５４条の４中「第５４条」

に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第 

１０２条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」を「第  

１２０条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテーション

従業者」に改める。 

 第１８０条第２項第２号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３

第２項」に改め、同項第４号中「第２３条」を「第５１条の３」に改

め、同項第５号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改

め、同項第６号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に

改める。 

 第１８１条中「第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第

１９条、第２１条、第２３条、第３０条、第３１条、第３３条から第

３７条まで、第５３条、第１０２条、第１０４条」を「第５０条の３

から第５０条の７まで、第５０条の９、第５０条の１０、第５０条の

１３、第５１条の２、第５１条の３、第５３条、第５４条の４、第 

５４条の５、第５４条の７から第５４条の１１まで、第１２０条の２、

第１２０条の４」に、「第３０条中「第２６条」を「第５４条の４中

「第５４条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」

に、「第１０２条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」を

「第１２０条の２第３項及び第４項中「介護予防通所リハビリテーシ

ョン従業者」に改める。 

 第１９６条中「第１０２条」を「第１２０条の２」に改める。 

 第２０６条第４項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５０条

の２第２項から第６項まで」に改める。 

 第２１６条第２項第５号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、

同項第６号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第７号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め
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る。 

 第２１７条中「第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０

条から第３７条まで、第５２条、第５３条、第１０４条及び第１０５

条」を「第５０条の５、第５０条の６、第５１条の２から第５２条ま

で、第５４条の４から第５４条の１１まで、第１２０条の４及び第 

１３９条の２」に、「第３０条中「第２６条」とあるのは「第２１２

条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、

第５２条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特

定施設従業者」と、」を「第５２条及び第５４条の４中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、同条

中「第５４条」とあるのは「第２１２条」と」に改める。 

 第２３０条第４項中「第８条第２項から第６項まで」を「第５０条

の２第２項から第６項まで」に改める。 

 第２３２条第２項中「又は」を「若しくは」に改め、「指定地域密

着型介護予防サービス事業者をいう。）」の次に「又は法第１１５条

の４５の３第１項に規定する指定事業者（次項において「指定事業者」

という。）」を加え、同条第３項中「千葉市指定地域密着型サービス

条例」を「千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）」に

改め、「、指定介護予防訪問介護」及び「、指定介護予防通所介護」

を削り、「指定介護予防認知症対応型通所介護」の次に「並びに法第

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業

者により行われるものに限る。以下「指定第１号訪問事業」という。）

に係るサービス及び同号ロに規定する第１号通所事業（指定事業者に

より行われるものに限る。以下「指定第１号通所事業」という。）に

係るサービス」を加え、同条第４項第１号中「指定介護予防訪問介護」

を「指定第１号訪問事業に係るサービス」に改め、同項第２号中「指

定介護予防通所介護」を「指定第１号通所事業（機能訓練を行う事業

を含むものに限る。）に係るサービス」に改める。 

 第２３３条第２項第４号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、

同項第５号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、
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同項第６号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め

る。 

 第２３４条中「第１１条、第１２条、第２１条、第２３条、第３０

条から第３７条まで、第５２条、第５３条、第１０４条、第１０５条」

を「第５０条の５、第５０条の６、第５１条の２から第５３条まで、

第５４条の４から第５４条の１１まで、第１２０条の４、第１３９条

の２」に、「第３０条中「第２６条」を「第５２条中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、

第５４条の４中「第５４条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問

入浴介護従業者」に、「第３２条」を「第５４条の６」に、「指定介

護予防訪問介護事業所」を「指定介護予防訪問入浴介護事業所」に改

め、「、第５２条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指

定介護予防特定施設の従業者」と」を削る。 

 第２４７条第２項第１号中「第１９条第２項」を「第５０条の１３

第２項」に改め、同項第３号中「第２３条」を「第５１条の３」に改

め、同項第４号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改

め、同項第５号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に

改める。 

 第２４８条中「第８条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

３１条から第３７条まで、第５３条」を「第５０条の２から第５０条

の１３まで、第５１条の２、第５１条の３、第５３条、第５４条の５

から第５４条の１１まで」に、「第１０２条第１項及び第２項」を

「第１２０条の２第１項及び第２項」に、「第８条第１項中「第２６

条」を「第５０条の２第１項中「第５４条」に、「訪問介護員等」を

「介護予防訪問入浴介護従業者」に、「第１０条」を「第５０条の４」

に、「第１４条第２項」を「第５０条の８第２項」に、「第１８条」

を「第５０条の１２」に、「第１９条第１項」を「第５０条の１３第

１項」に、「第２１条中」を「第５１条の２中」に、「第１０２条第

２項」を「第１２０条の２第２項」に改める。 

 第２５３条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１９条ま

で、第２１条、第２３条、第３１条から第３３条まで、第３４条」を
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「第５０条の２から第５０条の８まで、第５０条の１０から第５０条

の１３まで、第５１条の２、第５１条の３、第５３条、第５４条の５

から第５４条の７まで、第５４条の８」に、「第３５条から第３７条

まで、第５３条」を「第５４条の９から第５４条の１１まで」に、

「第１０２条第１項及び第２項」を「第１２０条の２第１項及び第２

項」に、「第８条第１項中「第２６条」を「第５０条の２第１項中

「第５４条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問入浴介護従業者」

に、「第１０条」を「第５０条の４」に、「第１４条第２項」を「第

５０条の８第２項」に、「第１８条」を「第５０条の１２」に、「第

１９条第１項」を「第５０条の１３第１項」に、「指定介護予防訪問

介護」を「指定介護予防訪問入浴介護」に、「第２１条中」を「第 

５１条の２中」に、「第１０２条第２項」を「第１２０条の２第２項」

に改める。 

 第２６１条第２項第２号中「第２３条」を「第５１条の３」に改め、

同項第３号中「第３４条第２項」を「第５４条の８第２項」に改め、

同項第４号中「第３６条第２項」を「第５４条の１０第２項」に改め

る。 

 第２６２条中「第８条から第１４条まで、第１６条から第１８条ま

で、第２３条、第２９条、第３１条から第３７条まで、第５３条、第

１０２条第１項及び第２項」を「第５０条の２から第５０条の８まで、

第５０条の１０から第５０条の１２まで、第５１条の３、第５３条、

第５４条の３、第５４条の５から第５４条の１１まで、第１２０条の

２第１項及び第２項」に、「第８条第１項中「第２６条」を「第５０

条の２第１項中「第５４条」に、「訪問介護員等」を「介護予防訪問

入浴介護従業者」に、「第１０条」を「第５０条の４」に、「第１４

条第２項」を「第５０条の８第２項」に、「第１８条中」を「第５０

条の１２中」に、「第１０２条第２項」を「第１２０条の２第２項」

に改める。 
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（千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市

条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

 第４５条第１項中「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に改

め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第

１号介護予防支援事業を除く。）」を加える。 

（千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）の一

部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「又は千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条

例第６７号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第

５条第２項のサービス提供責任者」を削る。 

 第５９条の３第１項第３号中「指定介護予防通所介護事業者（指定

介護予防サービス等基準条例第９７条第１項に規定する指定介護予防

通所介護事業者をいう。第８項及び第５９条の５第５項において同

じ。）」を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通

所事業（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条に

よる改正前の法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当

するものとして市が定めるものに限る。）に係る指定事業者」に、

「指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第９６条

に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下この条及び第５９条の
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５第５項において同じ。）の事業」を「当該第１号通所事業」に、

「指定介護予防通所介護の」を「当該第１号通所事業の」に改め、同

条第８項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１項第３号に規定

する第１号通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護

の事業」を「当該第１号通所事業」に、「指定介護予防サービス等基

準条例第９７条第１項から第７項までに規定する」を「市の定める当

該第１号通所事業の」に改める。 

  第５９条の５第５項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第５９

条の３第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者」に、

「指定介護予防通所介護の事業」を「当該第１号通所事業」に、「指

定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項から第３項までに規定

する」を「市の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

  第８３条第１項中「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に改

め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第

１号介護予防支援事業を除く。）」を加える。 

  第１５１条第１２項中「指定介護予防サービス等基準条例」を「千

葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）」に改め、

同条第１３項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第９７条

第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所」を削る。 

 （千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者（千葉市指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例（平成２４年千葉市条例第６７号。以下「千葉市指定介護予防
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サービス等条例」という。）第５条第１項に規定する指定介護予防訪

問介護事業者をいう。第５項及び第７条第２項において同じ。）」を

「法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」とい

う。）第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２

第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定

めるものその他市長が必要と認めるものに限る。）に係る法第１１５

条の４５の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」とい

う。）」に、「指定介護予防訪問介護（千葉市指定介護予防サービス

等条例第４条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下この項、

第５項及び第６項並びに第７条２項において同じ。）の事業」を「当

該第１号訪問事業」に、「指定介護予防訪問介護の」を「当該第１号

訪問事業（旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当

するものとして市町村が定めるものに限る。）の」に改め、同条第６

項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第２項に規定する第１号訪

問事業（旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当す

るものとして市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者」に、

「指定介護予防訪問介護の事業」を「当該第１号訪問事業」に、「千

葉市指定介護予防サービス等条例第５条第１項から第５項までに規定

する」を「市町村の定める当該第１号訪問事業の」に改める。 

  第７条第２項中「指定介護予防訪問介護事業者」を「第５条第２項

に規定する第１号訪問事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防訪

問介護の事業」を「当該第１号訪問事業」に、「千葉市指定介護予防

サービス等条例第７条第１項に規定する」を「市町村の定める当該第

１号訪問事業の」に改める。 

  第４２条第３項中「基準該当介護予防訪問介護（千葉市指定介護予

防サービス等条例第４２条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介

護をいう。第４４条第２項において同じ。）の事業」を「法第１１５

条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧法第８条の２

第２項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス

51



（法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスをい

う。以下同じ。）に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）」に、「千葉市指定介護予防サービス等条例第４２条第１項及

び同条第２項に規定する」を「市町村の定める当該第１号訪問事業の」

に改める。 

  第４４条第２項中「基準該当介護予防訪問介護の事業」を「第４２

条第３項に規定する第１号訪問事業」に、「千葉市指定介護予防サー

ビス等条例第４４条第１項に規定する」を「市町村の定める当該第１

号訪問事業の」に改める。 

  第４８条第３項中「千葉市指定介護予防サービス等条例第４８条第

１項に」を「千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７

号。以下「千葉市指定介護予防サービス等条例」という。）第４８条

第１項に」に改める。 

  第９９条第１項第３号中「指定介護予防通所介護事業者（千葉市指

定介護予防サービス等条例第９７条第１項に規定する指定介護予防通

所介護事業者をいう。第７項及び第１０１条第５項において同じ。）」

を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するもの

として市町村が定めるものに限る。）に係る指定事業者」に、「指定

介護予防通所介護（千葉市指定介護予防サービス等条例第９６条に規

定する指定介護予防通所介護をいう。以下この条及び第１０１条第５

項において同じ。）の事業」を「当該第１号通所事業」に、「指定介

護予防通所介護の」を「当該第１号通所事業の」に改め、同条第７項

中「指定介護予防通所介護事業者」を「第１項第３号に規定する第１

号通所事業に係る指定事業者」に、「指定介護予防通所介護の事業」

を「当該第１号通所事業」に、「千葉市指定介護予防サービス等条例

第９７条第１項から第７項までに規定する」を「市町村の定める当該

第１号通所事業の」に改める。 

  第１０１条第５項中「指定介護予防通所介護事業者」を「第９９条
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第１項第３号に規定する第１号通所事業に係る指定事業者」に、「指

定介護予防通所介護の事業」を「当該第１号通所事業」に、「千葉市

指定介護予防サービス等条例第９９条第１項から第３項までに規定す

る」を「市町村の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

  第１３１条第１項第３号中「基準該当介護予防通所介護（千葉市指

定介護予防サービス等条例第１１２条第１項に規定する基準該当介護

予防通所介護をいう。以下この条及び第１３３条第５項において同

じ。）」を「法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通

所事業（旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護及び基準

該当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）」に、「基準該当介護予防通所介護の」を「当該第１号通所事

業の」に改め、同条第６項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を

「第１項第３号に規定する第１号通所事業」に、「千葉市指定介護予

防サービス等条例第１１２条第１項から第６項までに規定する」を

「市町村の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

  第１３３条第５項中「基準該当介護予防通所介護の事業」を「第 

１３１条第１項第３号に規定する第１号通所事業」に、「千葉市指定

介護予防サービス等条例第１１４条第１項から第３項までに規定する」

を「市町村の定める当該第１号通所事業の」に改める。 

 （千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２７年千葉市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３２条第１２号中「介護予防訪問介護計画」を「介護予防訪問看

護計画書」に、「第４０条第２号」を「第７６条第２号」に改め、同

条第１３号中「介護予防訪問介護計画等」を「介護予防訪問看護計画

書等」に改め、同条第１６号イ中「指定介護予防通所介護事業所（千

葉市指定介護予防サービス等条例第９７条第１項に規定する指定介護
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予防通所介護事業所をいう。）又は」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備

法」という。）附則第１１条又は附則第１４条第２項の規定によりな

おその効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第

１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法

（以下「旧法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サ

ービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

（以下「旧指定介護予防訪問介護」という。）又は介護保険法第５４

条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当す

るサービス（以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。）につい

ては、次に掲げる規定はなおその効力を有する。 

（１）第２条の規定による改正前の千葉市指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下

「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。）第４条から第 

４６条までの規定 

（２）第４条の規定による改正前の千葉市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「旧指定

地域密着型サービス基準条例」という。）第６条第２項の規定 

（３）第５条の規定による改正前の千葉市指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「旧指定居宅

サービス等基準条例」という。）第５条第２項及び第６項、第７条

第２項、第４２条第３項並びに第４４条第２項の規定 

（４）第６条の規定による改正前の千葉市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

54



果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「旧指定介護予

防支援等基準条例」という。）第３２条第１２号及び第１３号の規

定 

第３条 前条第１号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧

指定介護予防サービス等基準条例第５条第２項及び第６項並びに第７

条第２項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が介護保

険法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧

指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものその

他市長が必要と認めるものに限る。）に係る同法第１１５条の４５の

３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）の指

定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サービス等基準条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第５条第２項 並びに第７条第２項に

おいて同じ。） 

並びに第７条第２項におい

て同じ。）又は法第１１５

条の４５第１項第１号イに

規定する第１号訪問事業

（前条に規定する指定介護

予防訪問介護に相当するも

のとして市町村が定めるも

のその他市長が必要と認め

るものに限る。）に係る指

定事業者（法第１１５条の

４５の３第１項に規定する

指定事業者をいう。以下同

じ。） 

及び第７条第２項にお

いて同じ。）の事業 

及び第７条第２項において

同じ。）の事業又は当該第

１号訪問事業 
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及び指定訪問介護 、指定訪問介護及び当該第

１号訪問事業（前条に規定

する介護予防訪問介護に相

当するものとして市町村が

定めるものに限る。） 

第５条第６項 関する基準を 関する基準を、指定介護予

防訪問介護事業者が法第 

１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問

事業（前条に規定する指定

介護予防訪問介護に相当す

るものとして市町村が定め

るものに限る。）に係る指

定事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防訪

問介護の事業と当該第１号

訪問事業とが同一の事業所

において一体的に運営され

ている場合については、市

町村の定める当該第１号訪

問事業の人員に関する基準

を 

第７条第２項 関する基準を 関する基準を、指定介護予

防訪問介護事業者が第５条

第２項に規定する第１号訪

問事業に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防訪問介護の事

業と当該第１号訪問事業と

が同一の事業所において一 
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  体的に運営されている場合

については、市町村の定め

る当該第１号訪問事業の設

備に関する基準を 

第４条 附則第２条第１号の規定によりなおその効力を有するものとさ

れる旧指定介護予防サービス等基準条例第４２条第３項及び第４４条

第２項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と介護保険法第

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（旧基準該

当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限

る。）を同一の事業所において一体的に運営している場合について準

用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介護予防サ

ービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４２条第３項 関する基準を 関する基準を、基準該当介

護予防訪問介護の事業と法

第１１５条の４５第１項第

１号イに規定する第１号訪

問事業（基準該当介護予防

訪問介護に相当するものと

して市町村が定めるものに

限る。）とが、同一の事業

者により同一の事業所にお

いて一体的に運営されてい

る場合については、市町村

の定める当該第１号訪問事

業の基準を 

第４４条第２項 

 

 

 

に関する基準を に関する基準を、基準該当

介護予防訪問介護の事業と

第４２条第３項に規定する

第１号訪問事業とが、同一 
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 の事業者により同一の事業

所において一体的に運営さ

れている場合については、

市町村の定める当該第１号

訪問事業の設備に関する基

準を 

第５条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当す

る旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧指定

介護予防通所介護」という。）については、次に掲げる規定はなおそ

の効力を有する。 

（１）旧指定介護予防サービス等基準条例第８条から第１７条まで、第 

１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第３０条から第３５条ま

で、第３７条及び第５３条（これらの規定を旧指定介護予防サービ

ス等基準条例第１０７条において準用する場合に限る。）並びに第

９６条から第１１１条までの規定 

（２）旧指定地域密着型サービス基準条例第５９条の３第１項第３号及

び第８項、第５９条の５第５項並びに第１５１条第１３項の規定 

（３）旧指定居宅サービス等基準条例第９９条第１項第３号及び第７項

並びに第１０１条第５項の規定 

（４）旧指定介護予防支援等基準条例第３２条第１２号、第１３号及び

第１６号イの規定 

（５）附則第９条の規定による改正前の千葉市特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第 

６３号）第４５条第１２項の規定 

第６条 前条第１号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧

指定介護予防サービス等基準条例第９７条第１項第３号及び第８項並

びに第９９条第５項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う

者が介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通

所事業（旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定め

るものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合に

ついて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる旧指定介
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護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９７条第１項

第３号 

又は指定地域密着型

通所介護事業者（千

葉市指定地域密着型

サービス条例第５９

条の３第１項に規定

する指定地域密着型

通所介護事業者をい

う。）（第８項及び

第９９条第５項にお

いて「指定通所介護 

若しくは指定地域密着型通

所介護事業者（千葉市指定

地域密着型サービス条例第

５９条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護

事業者をいう。）（第８項

及び第９９条第５項におい

て「指定通所介護事業者

等」という。）又は法第

１１５条の４５第１項第１ 

 

 

事 業 者 等 」 と い

う。） 

号ロに規定する第１号通所

事業（前条に規定する指定

介護予防通所介護に相当す

るものとして市町村が定め

るものに限る。）に係る指

定事業者（法第１１５条の

４５の３第１項に規定する

指定事業者をいう。以下同

じ。） 

又は指定地域密着型

通所介護（千葉市指

定地域密着型サービ

ス条例第５９条の２

に規定する指定地域

密着型通所介護をい

う。）（以下この条

及び第９９条第５項

において「指定通所 

若しくは指定地域密着型通

所介護（千葉市指定地域密

着型サービス条例第５９条

の２に規定する指定地域密

着型通所介護をいう。）

（以下この条及び第９９条

第５項において「指定通所

介護等」という。）の事業

又は当該第１号通所事業 
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介護等」という。）

の事業 

 

又は指定通所介護等 、指定通所介護等及び当該

第１号通所事業 

第９７条第８項 関する基準を 関する基準を、指定介護予

防通所介護事業者が第１項

第３号に規定する第１号通

所事業に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防通所介護の事

業と当該第１号通所事業と

が同一の事業所において一 

  体的に運営されている場合

については、市町村の定め

る当該第１号通所事業の人

員に関する基準を 

第９９条第５項 関する基準を 関する基準を、指定介護予

防通所介護事業者が第９７

条第１項第３号に規定する

第１号通所事業に係る指定

事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防通

所介護の事業と当該第１号

通所事業とが同一の事業所

において一体的に運営され

ている場合については、市

町村の定める当該第１号通

所事業の設備に関する基準

を 

第７条 整備法附則第１３条の規定により指定を受けたものとみなされ

た者に係る第２条の規定による改正後の千葉市指定介護予防サービス
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等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以

下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第２３２条第２

項の適用については、同項中「指定事業者（」とあるのは「指定事業

者（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１３条

の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。 

第８条 新指定介護予防サービス等基準条例第２３２条第２項の規定に

より旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介

護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者（新指定介護予防サー

ビス等基準条例第２２５条に規定する受託介護予防サービス事業者を

いう。）となる場合、新指定介護予防サービス等基準条例第２３２条

第３項中「において同じ。）」とあるのは「において同じ。）、地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は附則

第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法

第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービス（以下この項において「旧指定介護予

防サービス」という。）に該当する旧法第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護（次項において「指定介護予防訪問介護」とい

う。）」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは

「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービス

に該当する介護予防通所介護（次項において「指定介護予防通所介護」

という。）」と、同条第４項第１号中「指定訪問介護」とあるのは

「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第２号中

「若しくは指定地域密着型通所介護」とあるのは「若しくは指定地域

密着型通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。 

 （千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第９条 千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を次のように改正する。 
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  第４５条第１２項中「若しくは指定介護予防サービス等基準条例第

９７条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所」を削る。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

介護保険法の一部改正に伴い、新たに行う訪問事業及び通所事業

に係る利用者負担割合の軽減措置を定めるほか、所要の改正を行う

ため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３５号 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正について 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例 

千葉市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４０年

千葉市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「７４，０００円」を「８２，５００円」に、 

「５８，０００円」を「６８，０００円」に、「４１，０００円」を

「５０，５００円」に、「３５，０００円」を「４４，０００円」に、

「３１，０００円」を「３６，０００円」に、「２９，０００円」を

「３３，０００円」に、「２８，０００円」を「３２，０００円」に、

「２７，０００円」を「３１，０００円」に改める。 

第１３条第１項中「３，４００円」を「３，８００円」に、「２， 

９００円」を「３，１００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１３条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に従事した職務に係る費用弁償について適用し、同日前に従

事した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

消防団員の報酬及び費用弁償の額を引き上げるため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 
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議案第３６号 

千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市消防関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

別表中備考以外の部分に次のように加える。 

12 火薬類取締

法施行令（昭

和２５年政令

第３２３号）

第１６条第１

項第１号の規

定に基づく火

薬 類 取 締 法

（昭和２５年

法律第１４９

号）第３条に

規定する火薬

類の製造の許

可を受けよう

とする者 

 ２２０，０００円 

13 火薬類取締

法第５条の規

定に基づく火

薬類の販売営

競技用紙雷管のみの販売営業

の許可 

２５，０００円 

その他の販売営業の許可 １１０，０００円 
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業の許可を受

けようとする

者 

14 火薬類取締

法第１２条第

１項の規定に

基づく火薬庫

の設置又は移

転の許可を受

けようとする

者 

 ７３，０００円 

15 火薬類取締

法第１２条第

１項の規定に

基づく火薬庫

の構造又は設

備の変更の許

可を受けよう

とする者 

 ８，３００円 

16 火薬類取締

法 施 行 令 第 

１６条第１項

第１号の規定

に基づく火薬

類 取 締 法 第 

１５条第１項

又は第２項に

規定する火薬

類の製造施設

の完成検査を

 ４１，０００円 
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受けようとす

る者 

17 火薬類取締

法第１５条第

１項又は第２

項の規定に基

づく火薬庫の

完成検査を受

けようとする

者 

設置又は移転の工事に係る完

成検査 

４１，０００円 

構造又は設備の変更の工事に

係る完成検査 

２３，０００円 

18 火薬類取締

法第１７条第

１項の規定に

基づく火薬類

の譲渡しの許

可を受けよう

とする者 

 １，２００円 

19 火薬類取締

法第１７条第

１項の規定に

基づく火薬類

の譲受けの許

可を受けよう

とする者 

火工品のみの譲受けの許可 ２，４００円 

その他の譲

受けの許可 

申請に係る火薬

類（火工品を除

く。）の数量が

２５キログラム

以下の場合 

３，５００円 

その他の場合 ６，９００円 

20 火薬類取締

法第２４条第

１項の規定に

基づく火薬類

の輸入の許可

を受けようと

申請に係る火薬及び爆薬の数

量が２５キログラム以下の場

合 

１２，０００円 

その他の場合 ２５，０００円 
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する者 

21 火薬類取締

法第２５条第

１項の規定に

基づく煙火の

消費の許可を

受けようとす

る者 

 ７，９００円 

22 火薬類取締

法 施 行 令 第 

１６条第１項

第１号の規定

に基づく火薬

類 取 締 法 第 

３５条第１項

に規定する特

定施設に係る

保安検査又は

同項の規定に

基づく火薬庫

に係る保安検

査を受けよう

とする者 

 ４１，０００円 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

火薬類取締法の一部改正に伴い、火薬類製造許可手数料等を定め

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３７号 

特定非営利活動促進法の一部改正に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

特定非営利活動促進法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特定非営利活動促進法の一部改正に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

 （千葉市特定非営利活動促進法施行条例の一部改正） 

第１条 千葉市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年千葉市条

例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第２項中「法第５４条第３項の書類にあっては」及び「、

同条第４項の書類にあっては海外への送金又は金銭の持出しを行う前

に（災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の提出が困難な

ときは、事後遅滞なく）」を削る。 

第１４条第１項及び第１５条第１項中「から第４項まで」を「及び

第３項」に改める。 

第１６条第１項中「第５４条第５項」を「第５４条第４項」に改め

る。 

 （千葉市市税条例の一部改正） 

第２条 千葉市市税条例（昭和４９年千葉市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第１４条の３第１項第３号中「仮認定特定非営利活動法人」を「特

例認定特定非営利活動法人」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、

条例を制定しようとするものであります。 
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議案第３８号 

千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する

条例の一部改正について 

千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する

条例の一部を改正する条例 

 千葉市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

（平成２６年千葉市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「市公報に掲載」を「インターネットの利用又は市公

報への掲載により公表」に改める。 

 第４条第７号イ中「、同条第３項の書類及び同条第４項」を「及び同

条第３項」に改める。 

 第６条第１号イ中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非

営利活動法人」に、「仮認定を」を「特例認定を」に改め、同条第３号

中「仮認定」を「特例認定」に改める。 

 第１２条第２項中「翌々事業年度」を「その作成の日から起算して５

年が経過した日を含む事業年度」に改め、同条第３項中「３年」を「５

年」に改め、同条第４項を削り、同条第５項中「前２項」を「前項」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を同条第５項とする。 

 第１３条第２項中「又は海外への送金若しくは金銭の持出しを行うと

き」及び「又は第４項」を削る。 

 第１４条中「及び第４項」を削り、「３年間」を「５年間」に改める。 

 第１９条第２項第４号中「第１２条第５項」を「第１２条第４項」に

改め、同項第５号中「第１２条第６項」を「第１２条第５項」に改め、

同項第６号中「から第４項まで」を「若しくは第３項」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の千葉市指定特定非営利活動法人の指定の

基準、手続等に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第３

項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に新条例第３条第１項の申出書の提出があった場合について適用し、

施行日前にこの条例による改正前の千葉市指定特定非営利活動法人

の指定の基準、手続等に関する条例（以下「旧条例」という。）第

３条第１項の申出書の提出があった場合については、なお従前の例

による。 

３ 施行日前に旧条例第３条第１項の指定の申出、旧条例第９条第１項

の指定の更新の申出又は旧条例第１５条第１項に規定する届出をした

者のこれらの申出に係る指定又は届出に係る指定の更新の基準につい

ては、なお従前の例による。 

４ 新条例第１２条第２項及び第１４条の規定は、施行日以後に開始す

る事業年度に係る同項第２号から第４号までに掲げる書類について適

用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧条例第１２条第２項第２

号から第４号までに掲げる書類については、なお従前の例による。 

５ 新条例第１２条第３項及び第１４条の規定は、施行日以後に行われ

る助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われ

た助成金の支給に係る旧条例第１２条第３項の書類については、なお

従前の例による。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第２条第１項の指定を受けている特

定非営利活動法人（以下この項及び次項において「指定特定非営利活

動法人」という。）による施行日の属する事業年度以前における海外

への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第１２条第４項の書類の作成、

当該指定特定非営利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに

当該書類の市長への提出並びに当該書類の市における閲覧又は謄写に

ついては、なお従前の例による。 
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７ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における指

定特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。 

 （処分等の効力） 

８ この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の

行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に

別段の定めがあるものを除き、新条例の相当の規定によってしたもの

とみなす。 
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議 案 説 明 

特定非営利活動促進法の一部改正に準じ、指定特定非営利活動法

人の事務所に役員報酬規程等を備え置く期間を延長するほか、所要

の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３９号 

千葉市スポーツ振興基金条例の制定について 

 千葉市スポーツ振興基金条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市スポーツ振興基金条例 

（設置） 

第１条 スポーツの振興のための事業に必要な経費の財源に充てるため、

千葉市スポーツ振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。 

（１）市の積立金額 

（２）基金への積立てを指定された寄附金額及び市長が基金への積立て

を適当と認める寄附金額 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有

利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に

代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し

て、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方

法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰

り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、本市が行う第１条に規定する事業に必要な経費（本市

以外の者が行う同条に規定する事業に対して本市が助成する経費を含

む。）の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その
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全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明  

スポーツ振興基金を設置するため、条例を制定しようとするもので

あります。 
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議案第４０号 

千葉市文化交流プラザ設置管理条例の廃止について 

千葉市文化交流プラザ設置管理条例を廃止する条例を次のとおり制定

するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市文化交流プラザ設置管理条例を廃止する条例 

千葉市文化交流プラザ設置管理条例（平成１９年千葉市条例第９号）

は、廃止する。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の千葉市文化交流

プラザ設置管理条例（以下この項において「旧条例」という。）第７

条第１項の規定により使用の許可を受けた者に係る旧条例第１２条か

ら第１４条までの規定は、なおその効力を有する。 
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議 案 説 明 

文化交流プラザを廃止するため、条例を廃止しようとするもので

あります。 
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議案第４１号 

千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例の一部改正について 

千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関

する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止

に関する条例の一部を改正する条例 

千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関

する条例（平成９年千葉市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「対し、」の次に「期限を定めて」を加える。 

第９条の２の次に次の１条を加える。 

（説明会の開催等） 

第９条の３ 第９条第１項の許可の申請をしようとする者は、当該許可

の申請をする日の前日までに、当該申請に係る特定事業場の周辺に居

住する者で規則で定めるもの（次項において「周辺住民」という。）

に対して、当該申請に係る次条第１項各号に掲げる事項その他規則で

定める事項（次項において「周知事項」という。）を周知させるため

の説明会を開催しなければならない。 

２ 第９条第１項の許可の申請をしようとする者は、その責めに帰する

ことができない事由であって規則で定めるものにより、前項に規定す

る説明会を開催することができない場合は、当該説明会を開催するこ

とを要しない。この場合において、当該申請をしようとする者は、規

則で定める方法により、当該申請をする前日までに、周知事項を周辺

住民に周知させなければならない。 

 第１０条第１項及び第２項中「前条」を「第９条の２」に改め、「書

面」の次に「、前条第１項に規定する説明会の実施状況に関する報告書」

を加える。 

第１１条第１項第１号を次のように改める。 
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（１）申請者が次のアからケまでのいずれにも該当しないこと。 

  ア 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第２２条又は第

２４条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者 

  イ 第２３条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの

日から３年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人で

ある場合においては、当該取消しの処分に係る千葉市行政手続条

例（平成７年千葉市条例第４０号）第１５条の規定による通知が

あった日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、

取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含む。キにおいて同じ。）であった者で当

該取消しの日から３年を経過しないものを含む。）。ただし、申

請者が第２３条第１項第３号又は第９号に該当することにより当

該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。 

  ウ 第２３条第１項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その

停止の期間が経過しない者 

エ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあ

ると認めるに足りる相当の理由がある者 

  オ 千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２

条第３号に規定する暴力団員等（ケにおいて「暴力団員等」とい

う。） 

  カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその

法定代理人がアからオまでのいずれかに該当するもの 

 キ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからオまで

のいずれかに該当する者のあるもの 

ク 個人で規則で定める使用人のうちアからオまでのいずれかに該

当する者のあるもの 

ケ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

第１２条第１項中「第９条の２」の次に「及び第９条の３」を加え、

同条第３項中「書面」の次に「、第９条の３第１項に規定する説明会の
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実施状況に関する報告書」を加える。 

 第１４条中「ときは」の次に「、あらかじめ」を加え、「ならない」

を「、当該土砂等を搬入することができない」に改める。 

 第１５条第１項中「作成し、」を「当該土砂等を搬入する日の属する

月の末日までに作成し、当該許可を受け、又は当該届出をした日から」

に改め、同条第２項中「作成し、」を「当該土砂等を搬入し、又は搬出

する日の属する月の末日までに作成し、当該許可を受け、又は当該届出

をした日から」に改める。 

 第１８条第２項中「者は」の次に「、前項に規定する期間」を加える。 

第２０条の３第１項中「第９条の２」の次に「及び第９条の３」を加

え、同条第２項中「書面」の次に「、第９条の３第１項に規定する説明

会の実施状況に関する報告書」を加え、同項第３号及び同条第５項中

「第１１条第１項第１号ホ」を「第１１条第１項第１号カ」に改める。 

第２２条第１項中「停止し」を「直ちに停止し」に改める。 

第２３条第１項中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、同

項第７号中「第１１条第１項第１号イからホまで」を「第１１条第１項

第１号アからケまで」に改め、同号を同項第９号とし、同項中第４号か

ら第６号までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。 

（４）第１１条第１項第１号オ若しくはケに該当するに至ったとき、又

は第９条第１項の許可を受けた当時既に第１１条第１項第１号オ若

しくはケに該当していたことが判明したとき。 

（５）第１１条第１項第１号カからクまで（同号オに係るものに限る。）

のいずれかに該当するに至ったとき、又は第９条第１項の許可を受

けた当時既に第１１条第１項第１号カからクまで（同号オに係るも

のに限る。）のいずれかに該当していたことが判明したとき。 

第２６条中「対し」の次に「、期限を定めて」を加える。 

第２７条の次に次の１条を加える。 

（許可等に関する意見聴取） 

第２７条の２ 市長は、第９条第１項、第１２条第１項又は第２０条の

３第１項の許可をしようとするときは、第１１条第１項第１号オから

ケまでのいずれかに該当する事由（同号カからクまでのいずれかに該
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当する事由にあっては、同号オに係るものに限る。次項において同

じ。）の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くものとする。 

２ 市長は、第２３条第１項の規定により、第９条第１項の許可を取り

消し、又は特定事業の停止を命じようとするときは、第１１条第１項

第１号オからケまでのいずれかに該当する事由の有無について、千葉

県警察本部長の意見を聴くことができる。 

   附 則 

１ この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例（次項において「新条例」とい

う。）第９条の３の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次

項において「施行日」という。）以後になされる許可（第９条第１項

の許可、第１２条第１項の変更の許可及び第２０条の３第１項の許可

をいう。以下この項及び次項において同じ。）の申請について適用し、

施行日前になされる許可の申請については、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に許可を受けようとする者が施行日前に新条例第９条の

３第１項に規定する説明会に相当する説明会を開催し、又は同条第２

項後段に規定する周知に相当する周知を行った場合には、それぞれ同

条第１項に規定する説明会を開催し、又は同条第２項後段に規定する

周知を行ったものとみなす。 
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議 案 説 明 

土砂等の埋立て等を行う事業の許可申請に当たり、周辺住民への説

明会の開催を義務付けるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を

改正しようとするものであります。 

81



議案第４２号 

   千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

目次、第１６条及び第２０条第２項中「情緒障害児短期治療施設」を

「児童心理治療施設」に改める。 

第２７条第２項及び第５６条第２項中「第１３条第２項各号」を「第

１３条第３項各号」に改める。 

第１２章の章名及び第８９条中「情緒障害児短期治療施設」を「児童

心理治療施設」に改める。 

第９０条第１項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」

に改め、同条第４項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施

設」に、「第１３条第２項各号」を「第１３条第３項各号」に改める。 

第９１条（見出しを含む。）から第９６条までの規定中「情緒障害児

短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。 

第９８条第２項及び第１０９条第２項中「第１３条第２項各号」を

「第１３条第３項各号」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２７条第

２項及び第５６条第２項の改正規定、第９０条第４項の改正規定（「第

１３条第２項各号」を「第１３条第３項各号」に改める部分に限る。）

並びに第９８条第２項及び第１０９条第２項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部

を改正しようとするものであります。 
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議案第４３号 

千葉市学校教育審議会設置条例の制定について 

 千葉市学校教育審議会設置条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市学校教育審議会設置条例 

 （設置） 

第１条 千葉市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、千葉市

学校教育審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育の振興のための

施策に関する基本的な計画に関する事項その他の学校教育に関する重

要な施策について調査審議し、教育委員会に答申する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員を置くことができる。 

３ 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命

する。 

（１）学識経験者 

（２）市民 

（３）関係団体を代表する者 

（４）その他教育委員会が適当と認める者 

４ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議

を終了したときに、解任されるものとする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を

開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることが

できる。 

（部会） 

第８条 審議会は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、

部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員

の互選により定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 第５条第３項、第６条及び前条の規定は、部会について準用する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の

議決とすることができる。 

７ 前項の規定により議決した場合は、部会長は当該議決した内容を会

長へ報告しなければならない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。 
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   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

学校教育審議会を設置するため、条例を制定しようとするものであ

ります。 
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議案第４４号 

県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関

する条例の制定について 

 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する

条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関

する条例 

 （千葉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員の給与に関する条例（昭和２６年千葉市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条に次の１項を加える。 

３ 常時勤務する臨時職員に対する第１項の規定の適用については、

同項中「組合休暇」とあるのは「任命権者が別に定める休暇」とす

る。 

  第２０条の５第１項中「高等学校等に勤務する」を「小学校、中学

校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の」に改め、同条第３項

中「第１項」の次に「及び第３項」を、「教頭」の次に「、主幹教諭」

を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 高等学校又は特別支援学校の高等部の教育職員については、第１

項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。 

第２１条第１項中「臨時職員」の次に「（常時勤務する者を除

く。）」を加える。 

第２１条の２に次の４号を加える。 

（10）教職員共済生活協同組合及び千葉県学校生活協同組合の出資金

及び共済掛金、これらの組合から購入した物資の代金（これらの

組合が指定した者から購入した物資の代金及び提供を受けた役務

の対価であって、当該組合に対して支払うべきものを含む。）並
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びにこれらの組合が取り扱う保険の保険料及び共済の共済掛金 

（11）任命権者が定める団体が取り扱う保険の保険料 

（12）職員により構成される団体であって、職員の相互学習、集団学

習等のために組織されたものの会費その他の負担金 

（13）小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の職員及び保護者

により構成される団体であって、社会教育に関する事業又は構成

員の親睦のために組織されたものの会費その他の負担金 

附則第５項第３号中「４級」を「５級」に改める。 

附則に次の見出し及び１０項を加える。 

  （県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 ７ 平成２９年４月１日（以下「移譲日」という。）の前日において

職員の給与に関する条例（昭和２７年千葉県条例第５０号。以下

「県給与条例」という。）の適用を受けていた職員で、地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（平成２６年法律第５１号）第５条の規定の施行に

伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの（以下「移

譲職員」という。）のうち、その者の受ける給料月額と千葉市職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年千葉市条

例第５号。附則第１５項及び第１６項において「平成２７年改正条

例」という。）附則第６項の規定による給料の額との合計額（以下

この項から附則第９項までにおいて「市現給保障基準額」という。）

が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受けていた給料

月額に達しないこととなるもの（教育職給料表の適用を受ける職員

及び教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。）には、

平成３２年３月３１日までの間、市現給保障基準額のほか、その差

額に相当する額を給料として支給する。 

 ８ 移譲職員のうち、市現給保障基準額と前項の規定による給料の額

との合計額が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受け

ていた給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成２７年千葉県条例第１号。次項及び附則第１０項において

「平成２７年県改正条例」という。）附則第６項から第９項までの
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規定により受けていた給料の額との合計額に達しないこととなるも

の（教育委員会が市長と協議して別に定める職員を除く。）には、

平成３０年３月３１日までの間、市現給保障基準額及び前項の規定

による給料の額のほか、その差額に相当する額を給料として支給す

る。 

 ９ 移譲職員のうち、市現給保障基準額と前２項の規定による給料の

額との合計額が、移譲日の前日において県給与条例の規定により受

けていた給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例（平成２４年千葉県条例第３号。次項において「平成２４年県改

正条例」という。）附則第７項から第１０項まで並びに平成２７年

県改正条例附則第６項から第９項まで及び第２１項の規定により受

けていた給料の額との合計額に達しないこととなるもの（教育委員

会が市長と協議して別に定める職員を除く。）には、当分の間、市

現給保障基準額及び前２項の規定による給料の額のほか、その差額

に相当する額を給料として支給する。 

10 移譲日の前日において県給与条例附則第３２項の規定により給与

が減ぜられて支給されている職員への給与の支給について、前２項

の規定を適用する場合における平成２７年県改正条例附則第６項及

び第７項並びに平成２４年県改正条例附則第７項及び第８項の規定

の適用については、これらの項中「その差額に相当する額（給与条

例附則第３２項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあ

っては、当該額に１００分の９８．５を乗じて得た額）」とあるの

は、「その差額に相当する額」とする。 

11 移譲日の前日において義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置に関する条例（昭和４６年千葉県条例第６６号）第３

条第１項に規定する教職調整額を支給されていた職員であって、移

譲日以後に職務の級が県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関

係条例の整備等に関する条例（平成２９年千葉市条例第  号）に

よる改正後の教育職給料表の４級又は５級である職員となった職員

に関する附則第８項の適用については、同項中「附則第６項から第

９項までの規定により受けていた給料の額との合計額」とあるのは
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「附則第６項から第９項までの規定により受けていた給料の額と義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

（昭和４６年千葉県条例第６６号）第３条第１項に規定する教職調

整額との合計額」とし、附則第９項の適用については、同項中「附

則第６項から第９項まで及び第２１項の規定により受けていた給料

の額との合計額」とあるのは「附則第６項から第９項まで及び第 

２１項の規定により受けていた給料の額と義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和４６年千葉県条

例第６６号）第３条第１項に規定する教職調整額との合計額」とす

る。 

12 平成３０年３月３１日において附則第９項の規定による給料を支

給されている職員に関する同年４月１日以降における同項の規定の

適用については、同項中「その差額に相当する額」とあるのは「そ

の差額に相当する額（以下この項において「差額相当額」という。）

から平成３０年３月３１日における附則第８項の規定による給料の

額（その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。）を

減じた額」とする。 

 13 移譲職員（附則第７項から前項までに規定する職員を除く。）

について、これらの項の規定による給料を支給される職員との権衡

上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が市

長と協議して別に定めるところにより、これらの項の規定に準じて、

給料を支給する。 

 14 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４２条の規定により県給与条例の適用を受けていた職

員であって、人事交流等により引き続いてこの条例の適用を受ける

こととなったもの（附則第７項から前項までに規定する職員を除

く。）について、任用の事情等を考慮してこれらの項の規定による

給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、

当該職員には、教育委員会が市長と協議して別に定めるところによ

り、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。 

 15 移譲職員で、附則第７項から前項までの規定による給料又は平
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成２７年改正条例附則第６項の規定による給料を支給される職員に

関する附則第３項及び千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する

条例（昭和４６年千葉市条例第７３号）第３条第１項の規定の適用

については、附則第３項中「及び第８条の２」とあるのは「、第８

条の２、附則第７項から第１４項まで及び千葉市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例（平成２７年千葉市条例第５号）附

則第６項」と、千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第

３条第１項中「給料月額」とあるのは「給料月額と給与条例附則第

７項から第１４項までの規定による給料の額と千葉市職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年千葉市条例第５号）

附則第６項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 16 前項に規定する職員については、平成２７年改正条例附則第７

項の規定は適用しない。 

別表第２を次のように改める。 

 別表第２ 

  教育職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務

の級
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 157,500 171,600 260,000 289,000 405,900

2 159,000 173,700 262,500 291,600 407,400

3 160,500 175,800 264,800 294,500 408,900

4 162,000 178,000 267,100 297,000 410,400

5 163,700 180,000 269,700 299,500 411,800

6 165,700 182,200 272,100 301,900 413,200

7 167,500 184,400 274,300 304,200 414,700

8 169,300 186,600 276,500 306,600 416,300

9 171,100 188,900 278,800 309,000 417,700

10 173,300 191,700 281,100 311,600 419,100

11 175,300 194,400 283,500 314,300 420,500

12 177,300 197,100 285,700 317,200 421,800

13 179,400 200,000 288,100 319,700 423,100

14 181,600 201,700 290,200 321,700 424,500

15 183,800 203,400 292,100 323,700 425,900

16 186,000 205,100 294,100 326,000 427,300

17 188,300 206,900 296,300 328,200 428,500

18 191,000 208,600 298,800 330,400 429,800

19 193,500 210,300 301,300 332,700 431,000

20 196,000 211,900 304,000 334,800 432,300

21 198,500 213,700 306,300 337,100 433,400

22 200,200 215,600 308,900 339,300 434,600

23 201,900 217,500 311,200 341,600 435,900

24 203,600 219,400 313,900 343,900 437,200

25 205,100 221,100 316,500 345,800 438,500

26 206,700 223,100 318,800 347,600 439,700

27 208,300 225,100 321,200 349,500 440,700

28 209,800 227,100 323,400 351,400 441,800

29 211,500 229,000 325,700 353,200 443,000

30 213,200 231,700 327,700 355,000 443,800

31 214,900 234,400 329,900 356,700 444,600

32 216,600 237,100 332,100 358,600 445,500

33 218,100 239,700 334,100 360,200 446,400

34 219,800 242,500 336,200 361,900 446,900

35 221,500 245,100 338,300 363,600 447,400

36 223,200 247,800 340,300 365,400 447,900

37 224,800 250,300 342,300 367,300 448,400

38 226,500 252,800 344,200 368,800 448,900

39 228,200 255,300 346,200 370,300 449,400

40 229,900 257,600 348,100 371,900 449,900

41 231,600 260,200 349,900 373,100 450,400

42 233,400 262,600 351,700 374,500 450,900

43 235,200 264,800 353,500 375,900 451,400

44 236,900 267,000 355,200 377,400 451,900

45 238,800 269,100 357,000 378,900 452,400

46 240,400 271,300 358,700 380,500 452,900

47 241,900 273,500 360,200 382,100 453,400

48 243,500 275,500 361,800 383,600 453,900

49 244,800 277,700 363,100 385,000 454,400

50 246,300 279,700 364,600 386,500

51 247,800 281,600 366,200 388,000

52 249,300 283,600 367,800 389,400

53 250,200 285,300 369,300 390,600

54 251,700 287,700 370,800 391,900

55 253,100 290,000 372,300 393,000

56 254,600 292,500 373,800 394,100

57 255,600 294,500 375,300 395,500

58 257,000 297,000 376,700 396,700

59 258,300 299,300 378,100 397,900

60 259,600 302,000 379,400 399,200

61 260,900 304,400 380,300 400,400

62 262,100 306,800 381,500 401,400

63 263,400 309,300 382,700 402,800

64 264,500 311,600 383,800 404,100

65 265,600 313,900 384,700 405,300

66 267,100 316,100 385,900 406,400

67 268,500 318,200 386,900 407,600

68 270,000 320,400 388,000 408,700

69 271,700 322,600 389,200 409,700

70 273,200 324,700 390,200 410,900

71 274,700 326,900 391,300 412,100

72 276,100 328,900 392,500 413,300

73 277,200 331,000 393,500 413,900

74 278,500 333,100 394,600 414,700

75 279,800 335,300 395,700 415,400

76 281,000 337,500 396,800 415,900

77 282,400 339,300 397,700 416,200

78 283,600 341,200 398,600 416,600

79 284,800 343,100 399,600 417,000

80 286,000 344,900 400,600 417,400

81 287,200 346,700 401,400 417,700

82 288,200 348,500 402,200 418,100

83 289,400 350,100 402,900 418,500

84 290,600 351,900 403,700 418,800

85 291,600 353,200 404,400 419,100

86 292,600 354,800 405,200 419,500

87 293,500 356,300 405,900 419,900

88 294,500 357,800 406,600 420,200

89 295,600 359,200 407,200 420,500

90 296,500 360,500 407,900 420,800

91 297,400 361,900 408,400 421,100

92 298,300 363,300 409,100 421,300

93 298,700 364,800 409,500 421,500

94 299,500 366,100 409,900 421,800

95 300,200 367,400 410,200 422,100

96 301,000 368,600 410,500 422,300

97 301,800 369,600 410,800 422,500

98 302,600 370,600 411,100 422,800

99 303,400 371,600 411,400 423,100

100 304,200 372,600 411,600 423,300

101 305,100 373,500 411,800 423,500

102 305,600 374,500 412,100

103 306,100 375,500 412,400

104 306,600 376,500 412,600

105 306,800 377,300 412,800

106 307,200 378,200 413,100

107 307,500 379,100 413,400

108 307,800 380,100 413,600

109 308,000 380,900 413,800

110 308,200 381,900

111 308,500 382,900

112 308,800 383,900

113 309,000 384,500

114 309,200 385,400

115 309,400 386,300

116 309,700 387,200

117 310,000 388,000

118 310,300 388,700

119 310,600 389,500

120 310,900 390,300

121 311,000 390,900

122 311,200 391,700

123 311,500 392,400

124 311,800 393,100

125 312,000 393,700

126 312,200 394,400

127 312,500 394,900

128 312,800 395,500

129 313,000 396,200

130 313,200 396,800

131 313,500 397,300

132 313,800 397,800

133 314,000 398,100

134 314,200 398,400

135 314,500 398,700

136 314,800 399,000

137 315,000 399,300

138 315,200 399,600

139 315,500 399,900

140 315,800 400,200

141 316,000 400,500

142 316,200 400,800

143 316,500 401,100

144 316,800 401,400

145 317,000 401,600

146 317,200 401,900

147 317,500 402,200

148 317,800 402,400

149 318,000 402,600

150 318,200 402,900

151 318,500 403,200

152 318,800 403,400

153 319,000 403,600

154 319,200 403,900

155 319,500 404,200

156 319,800 404,400

157 320,000 404,600

158 320,200 404,900

159 320,500 405,200

160 320,800 405,400

161 321,000 405,600

再任

用職

員員

226,700 270,300 297,300 323,600 404,400

備考

　１　この表は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭

　　その他の職員（特定任期付職員を除く。）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。
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別表第２

教育職給料表
職務
の級

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 157,500 171,600 260,000 289,000 405,900

2 159,000 173,700 262,500 291,600 407,400

3 160,500 175,800 264,800 294,500 408,900

4 162,000 178,000 267,100 297,000 410,400

5 163,700 180,000 269,700 299,500 411,800

6 165,700 182,200 272,100 301,900 413,200

7 167,500 184,400 274,300 304,200 414,700

8 169,300 186,600 276,500 306,600 416,300

9 171,100 188,900 278,800 309,000 417,700

10 173,300 191,700 281,100 311,600 419,100

11 175,300 194,400 283,500 314,300 420,500

12 177,300 197,100 285,700 317,200 421,800

13 179,400 200,000 288,100 319,700 423,100

14 181,600 201,700 290,200 321,700 424,500

15 183,800 203,400 292,100 323,700 425,900

16 186,000 205,100 294,100 326,000 427,300

17 188,300 206,900 296,300 328,200 428,500

18 191,000 208,600 298,800 330,400 429,800

19 193,500 210,300 301,300 332,700 431,000

20 196,000 211,900 304,000 334,800 432,300

21 198,500 213,700 306,300 337,100 433,400

22 200,200 215,600 308,900 339,300 434,600

23 201,900 217,500 311,200 341,600 435,900

24 203,600 219,400 313,900 343,900 437,200

25 205,100 221,100 316,500 345,800 438,500

26 206,700 223,100 318,800 347,600 439,700

27 208,300 225,100 321,200 349,500 440,700

28 209,800 227,100 323,400 351,400 441,800

29 211,500 229,000 325,700 353,200 443,000

30 213,200 231,700 327,700 355,000 443,800

31 214,900 234,400 329,900 356,700 444,600

32 216,600 237,100 332,100 358,600 445,500

33 218,100 239,700 334,100 360,200 446,400

34 219,800 242,500 336,200 361,900 446,900

35 221,500 245,100 338,300 363,600 447,400

36 223,200 247,800 340,300 365,400 447,900

37 224,800 250,300 342,300 367,300 448,400

38 226,500 252,800 344,200 368,800 448,900

39 228,200 255,300 346,200 370,300 449,400

40 229,900 257,600 348,100 371,900 449,900

41 231,600 260,200 349,900 373,100 450,400

42 233,400 262,600 351,700 374,500 450,900

43 235,200 264,800 353,500 375,900 451,400

44 236,900 267,000 355,200 377,400 451,900

45 238,800 269,100 357,000 378,900 452,400

46 240,400 271,300 358,700 380,500 452,900

47 241,900 273,500 360,200 382,100 453,400

48 243,500 275,500 361,800 383,600 453,900

49 244,800 277,700 363,100 385,000 454,400

50 246,300 279,700 364,600 386,500

51 247,800 281,600 366,200 388,000

52 249,300 283,600 367,800 389,400

53 250,200 285,300 369,300 390,600

54 251,700 287,700 370,800 391,900

55 253,100 290,000 372,300 393,000

56 254,600 292,500 373,800 394,100

57 255,600 294,500 375,300 395,500

58 257,000 297,000 376,700 396,700

59 258,300 299,300 378,100 397,900

60 259,600 302,000 379,400 399,200

61 260,900 304,400 380,300 400,400

62 262,100 306,800 381,500 401,400

63 263,400 309,300 382,700 402,800

64 264,500 311,600 383,800 404,100

65 265,600 313,900 384,700 405,300

66 267,100 316,100 385,900 406,400

67 268,500 318,200 386,900 407,600

68 270,000 320,400 388,000 408,700

69 271,700 322,600 389,200 409,700

70 273,200 324,700 390,200 410,900

71 274,700 326,900 391,300 412,100

72 276,100 328,900 392,500 413,300

73 277,200 331,000 393,500 413,900

74 278,500 333,100 394,600 414,700

75 279,800 335,300 395,700 415,400

76 281,000 337,500 396,800 415,900

77 282,400 339,300 397,700 416,200

78 283,600 341,200 398,600 416,600

79 284,800 343,100 399,600 417,000

80 286,000 344,900 400,600 417,400

81 287,200 346,700 401,400 417,700

82 288,200 348,500 402,200 418,100

83 289,400 350,100 402,900 418,500

84 290,600 351,900 403,700 418,800

85 291,600 353,200 404,400 419,100

86 292,600 354,800 405,200 419,500

87 293,500 356,300 405,900 419,900

88 294,500 357,800 406,600 420,200

89 295,600 359,200 407,200 420,500

90 296,500 360,500 407,900 420,800

91 297,400 361,900 408,400 421,100

92 298,300 363,300 409,100 421,300

93 298,700 364,800 409,500 421,500

94 299,500 366,100 409,900 421,800

95 300,200 367,400 410,200 422,100

96 301,000 368,600 410,500 422,300

97 301,800 369,600 410,800 422,500

98 302,600 370,600 411,100 422,800

99 303,400 371,600 411,400 423,100

100 304,200 372,600 411,600 423,300

101 305,100 373,500 411,800 423,500

102 305,600 374,500 412,100

103 306,100 375,500 412,400

104 306,600 376,500 412,600

105 306,800 377,300 412,800

106 307,200 378,200 413,100

107 307,500 379,100 413,400

108 307,800 380,100 413,600

109 308,000 380,900 413,800

110 308,200 381,900

111 308,500 382,900

112 308,800 383,900

113 309,000 384,500

114 309,200 385,400

115 309,400 386,300

116 309,700 387,200

117 310,000 388,000

118 310,300 388,700

119 310,600 389,500

120 310,900 390,300

121 311,000 390,900

122 311,200 391,700

123 311,500 392,400

124 311,800 393,100

125 312,000 393,700

126 312,200 394,400

127 312,500 394,900

128 312,800 395,500

129 313,000 396,200

130 313,200 396,800

131 313,500 397,300

132 313,800 397,800

133 314,000 398,100

134 314,200 398,400

135 314,500 398,700

136 314,800 399,000

137 315,000 399,300

138 315,200 399,600

139 315,500 399,900

140 315,800 400,200

141 316,000 400,500

142 316,200 400,800

143 316,500 401,100

144 316,800 401,400

145 317,000 401,600

146 317,200 401,900

147 317,500 402,200

148 317,800 402,400

149 318,000 402,600

150 318,200 402,900

151 318,500 403,200

152 318,800 403,400

153 319,000 403,600

154 319,200 403,900

155 319,500 404,200

156 319,800 404,400

157 320,000 404,600

158 320,200 404,900

159 320,500 405,200

160 320,800 405,400

161 321,000 405,600

再任
用職
員員

226,700 270,300 297,300 323,600 404,400

備考
　１　この表は、千葉市立小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、
　　助教諭その他の職員（特定任期付職員を除く。）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。

職 員
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別表第２

教育職給料表
職務

の級
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 157,500 171,600 260,000 289,000 405,900

2 159,000 173,700 262,500 291,600 407,400

3 160,500 175,800 264,800 294,500 408,900

4 162,000 178,000 267,100 297,000 410,400

5 163,700 180,000 269,700 299,500 411,800

6 165,700 182,200 272,100 301,900 413,200

7 167,500 184,400 274,300 304,200 414,700

8 169,300 186,600 276,500 306,600 416,300

9 171,100 188,900 278,800 309,000 417,700

10 173,300 191,700 281,100 311,600 419,100

11 175,300 194,400 283,500 314,300 420,500

12 177,300 197,100 285,700 317,200 421,800

13 179,400 200,000 288,100 319,700 423,100

14 181,600 201,700 290,200 321,700 424,500

15 183,800 203,400 292,100 323,700 425,900

16 186,000 205,100 294,100 326,000 427,300

17 188,300 206,900 296,300 328,200 428,500

18 191,000 208,600 298,800 330,400 429,800

19 193,500 210,300 301,300 332,700 431,000

20 196,000 211,900 304,000 334,800 432,300

21 198,500 213,700 306,300 337,100 433,400

22 200,200 215,600 308,900 339,300 434,600

23 201,900 217,500 311,200 341,600 435,900

24 203,600 219,400 313,900 343,900 437,200

25 205,100 221,100 316,500 345,800 438,500

26 206,700 223,100 318,800 347,600 439,700

27 208,300 225,100 321,200 349,500 440,700

28 209,800 227,100 323,400 351,400 441,800

29 211,500 229,000 325,700 353,200 443,000

30 213,200 231,700 327,700 355,000 443,800

31 214,900 234,400 329,900 356,700 444,600

32 216,600 237,100 332,100 358,600 445,500

33 218,100 239,700 334,100 360,200 446,400

34 219,800 242,500 336,200 361,900 446,900

35 221,500 245,100 338,300 363,600 447,400

36 223,200 247,800 340,300 365,400 447,900

37 224,800 250,300 342,300 367,300 448,400

38 226,500 252,800 344,200 368,800 448,900

39 228,200 255,300 346,200 370,300 449,400

40 229,900 257,600 348,100 371,900 449,900

41 231,600 260,200 349,900 373,100 450,400

42 233,400 262,600 351,700 374,500 450,900

43 235,200 264,800 353,500 375,900 451,400

44 236,900 267,000 355,200 377,400 451,900

45 238,800 269,100 357,000 378,900 452,400

46 240,400 271,300 358,700 380,500 452,900

47 241,900 273,500 360,200 382,100 453,400

48 243,500 275,500 361,800 383,600 453,900

49 244,800 277,700 363,100 385,000 454,400

50 246,300 279,700 364,600 386,500

51 247,800 281,600 366,200 388,000

52 249,300 283,600 367,800 389,400

53 250,200 285,300 369,300 390,600

54 251,700 287,700 370,800 391,900

55 253,100 290,000 372,300 393,000

56 254,600 292,500 373,800 394,100

57 255,600 294,500 375,300 395,500

58 257,000 297,000 376,700 396,700

59 258,300 299,300 378,100 397,900

60 259,600 302,000 379,400 399,200

61 260,900 304,400 380,300 400,400

62 262,100 306,800 381,500 401,400

63 263,400 309,300 382,700 402,800

64 264,500 311,600 383,800 404,100

65 265,600 313,900 384,700 405,300

66 267,100 316,100 385,900 406,400

67 268,500 318,200 386,900 407,600

68 270,000 320,400 388,000 408,700

69 271,700 322,600 389,200 409,700

70 273,200 324,700 390,200 410,900

71 274,700 326,900 391,300 412,100

72 276,100 328,900 392,500 413,300

73 277,200 331,000 393,500 413,900

74 278,500 333,100 394,600 414,700

75 279,800 335,300 395,700 415,400

76 281,000 337,500 396,800 415,900

77 282,400 339,300 397,700 416,200

78 283,600 341,200 398,600 416,600

79 284,800 343,100 399,600 417,000

80 286,000 344,900 400,600 417,400

81 287,200 346,700 401,400 417,700

82 288,200 348,500 402,200 418,100

83 289,400 350,100 402,900 418,500

84 290,600 351,900 403,700 418,800

85 291,600 353,200 404,400 419,100

86 292,600 354,800 405,200 419,500

87 293,500 356,300 405,900 419,900

88 294,500 357,800 406,600 420,200

89 295,600 359,200 407,200 420,500

90 296,500 360,500 407,900 420,800

91 297,400 361,900 408,400 421,100

92 298,300 363,300 409,100 421,300

93 298,700 364,800 409,500 421,500

94 299,500 366,100 409,900 421,800

95 300,200 367,400 410,200 422,100

96 301,000 368,600 410,500 422,300

97 301,800 369,600 410,800 422,500

98 302,600 370,600 411,100 422,800

99 303,400 371,600 411,400 423,100

100 304,200 372,600 411,600 423,300

101 305,100 373,500 411,800 423,500

102 305,600 374,500 412,100

103 306,100 375,500 412,400

104 306,600 376,500 412,600

105 306,800 377,300 412,800

106 307,200 378,200 413,100

107 307,500 379,100 413,400

108 307,800 380,100 413,600

109 308,000 380,900 413,800

110 308,200 381,900

111 308,500 382,900

112 308,800 383,900

113 309,000 384,500

114 309,200 385,400

115 309,400 386,300

116 309,700 387,200

117 310,000 388,000

118 310,300 388,700

119 310,600 389,500

120 310,900 390,300

121 311,000 390,900

122 311,200 391,700

123 311,500 392,400

124 311,800 393,100

125 312,000 393,700

126 312,200 394,400

127 312,500 394,900

128 312,800 395,500

129 313,000 396,200

130 313,200 396,800

131 313,500 397,300

132 313,800 397,800

133 314,000 398,100

134 314,200 398,400

135 314,500 398,700

136 314,800 399,000

137 315,000 399,300

138 315,200 399,600

139 315,500 399,900

140 315,800 400,200

141 316,000 400,500

142 316,200 400,800

143 316,500 401,100

144 316,800 401,400

145 317,000 401,600

146 317,200 401,900

147 317,500 402,200

148 317,800 402,400

149 318,000 402,600

150 318,200 402,900

151 318,500 403,200

152 318,800 403,400

153 319,000 403,600

154 319,200 403,900

155 319,500 404,200

156 319,800 404,400

157 320,000 404,600

158 320,200 404,900

159 320,500 405,200

160 320,800 405,400

161 321,000 405,600

再任

用職

員員

226,700 270,300 297,300 323,600 404,400

備考

　１　この表は、千葉市立小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、

　　助教諭その他の職員（特定任期付職員を除く。）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。
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別表第２

教育職給料表
職務

の級
１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 157,500 171,600 260,000 289,000 405,900

2 159,000 173,700 262,500 291,600 407,400

3 160,500 175,800 264,800 294,500 408,900

4 162,000 178,000 267,100 297,000 410,400

5 163,700 180,000 269,700 299,500 411,800

6 165,700 182,200 272,100 301,900 413,200

7 167,500 184,400 274,300 304,200 414,700

8 169,300 186,600 276,500 306,600 416,300

9 171,100 188,900 278,800 309,000 417,700

10 173,300 191,700 281,100 311,600 419,100

11 175,300 194,400 283,500 314,300 420,500

12 177,300 197,100 285,700 317,200 421,800

13 179,400 200,000 288,100 319,700 423,100

14 181,600 201,700 290,200 321,700 424,500

15 183,800 203,400 292,100 323,700 425,900

16 186,000 205,100 294,100 326,000 427,300

17 188,300 206,900 296,300 328,200 428,500

18 191,000 208,600 298,800 330,400 429,800

19 193,500 210,300 301,300 332,700 431,000

20 196,000 211,900 304,000 334,800 432,300

21 198,500 213,700 306,300 337,100 433,400

22 200,200 215,600 308,900 339,300 434,600

23 201,900 217,500 311,200 341,600 435,900

24 203,600 219,400 313,900 343,900 437,200

25 205,100 221,100 316,500 345,800 438,500

26 206,700 223,100 318,800 347,600 439,700

27 208,300 225,100 321,200 349,500 440,700

28 209,800 227,100 323,400 351,400 441,800

29 211,500 229,000 325,700 353,200 443,000

30 213,200 231,700 327,700 355,000 443,800

31 214,900 234,400 329,900 356,700 444,600

32 216,600 237,100 332,100 358,600 445,500

33 218,100 239,700 334,100 360,200 446,400

34 219,800 242,500 336,200 361,900 446,900

35 221,500 245,100 338,300 363,600 447,400

36 223,200 247,800 340,300 365,400 447,900

37 224,800 250,300 342,300 367,300 448,400

38 226,500 252,800 344,200 368,800 448,900

39 228,200 255,300 346,200 370,300 449,400

40 229,900 257,600 348,100 371,900 449,900

41 231,600 260,200 349,900 373,100 450,400

42 233,400 262,600 351,700 374,500 450,900

43 235,200 264,800 353,500 375,900 451,400

44 236,900 267,000 355,200 377,400 451,900

45 238,800 269,100 357,000 378,900 452,400

46 240,400 271,300 358,700 380,500 452,900

47 241,900 273,500 360,200 382,100 453,400

48 243,500 275,500 361,800 383,600 453,900

49 244,800 277,700 363,100 385,000 454,400

50 246,300 279,700 364,600 386,500

51 247,800 281,600 366,200 388,000

52 249,300 283,600 367,800 389,400

53 250,200 285,300 369,300 390,600

54 251,700 287,700 370,800 391,900

55 253,100 290,000 372,300 393,000

56 254,600 292,500 373,800 394,100

57 255,600 294,500 375,300 395,500

58 257,000 297,000 376,700 396,700

59 258,300 299,300 378,100 397,900

60 259,600 302,000 379,400 399,200

61 260,900 304,400 380,300 400,400

62 262,100 306,800 381,500 401,400

63 263,400 309,300 382,700 402,800

64 264,500 311,600 383,800 404,100

65 265,600 313,900 384,700 405,300

66 267,100 316,100 385,900 406,400

67 268,500 318,200 386,900 407,600

68 270,000 320,400 388,000 408,700

69 271,700 322,600 389,200 409,700

70 273,200 324,700 390,200 410,900

71 274,700 326,900 391,300 412,100

72 276,100 328,900 392,500 413,300

73 277,200 331,000 393,500 413,900

74 278,500 333,100 394,600 414,700

75 279,800 335,300 395,700 415,400

76 281,000 337,500 396,800 415,900

77 282,400 339,300 397,700 416,200

78 283,600 341,200 398,600 416,600

79 284,800 343,100 399,600 417,000

80 286,000 344,900 400,600 417,400

81 287,200 346,700 401,400 417,700

82 288,200 348,500 402,200 418,100

83 289,400 350,100 402,900 418,500

84 290,600 351,900 403,700 418,800

85 291,600 353,200 404,400 419,100

86 292,600 354,800 405,200 419,500

87 293,500 356,300 405,900 419,900

88 294,500 357,800 406,600 420,200

89 295,600 359,200 407,200 420,500

90 296,500 360,500 407,900 420,800

91 297,400 361,900 408,400 421,100

92 298,300 363,300 409,100 421,300

93 298,700 364,800 409,500 421,500

94 299,500 366,100 409,900 421,800

95 300,200 367,400 410,200 422,100

96 301,000 368,600 410,500 422,300

97 301,800 369,600 410,800 422,500

98 302,600 370,600 411,100 422,800

99 303,400 371,600 411,400 423,100

100 304,200 372,600 411,600 423,300

101 305,100 373,500 411,800 423,500

102 305,600 374,500 412,100

103 306,100 375,500 412,400

104 306,600 376,500 412,600

105 306,800 377,300 412,800

106 307,200 378,200 413,100

107 307,500 379,100 413,400

108 307,800 380,100 413,600

109 308,000 380,900 413,800

110 308,200 381,900

111 308,500 382,900

112 308,800 383,900

113 309,000 384,500

114 309,200 385,400

115 309,400 386,300

116 309,700 387,200

117 310,000 388,000

118 310,300 388,700

119 310,600 389,500

120 310,900 390,300

121 311,000 390,900

122 311,200 391,700

123 311,500 392,400

124 311,800 393,100

125 312,000 393,700

126 312,200 394,400

127 312,500 394,900

128 312,800 395,500

129 313,000 396,200

130 313,200 396,800

131 313,500 397,300

132 313,800 397,800

133 314,000 398,100

134 314,200 398,400

135 314,500 398,700

136 314,800 399,000

137 315,000 399,300

138 315,200 399,600

139 315,500 399,900

140 315,800 400,200

141 316,000 400,500

142 316,200 400,800

143 316,500 401,100

144 316,800 401,400

145 317,000 401,600

146 317,200 401,900

147 317,500 402,200

148 317,800 402,400

149 318,000 402,600

150 318,200 402,900

151 318,500 403,200

152 318,800 403,400

153 319,000 403,600

154 319,200 403,900

155 319,500 404,200

156 319,800 404,400

157 320,000 404,600

158 320,200 404,900

159 320,500 405,200

160 320,800 405,400

161 321,000 405,600

再任

用職

員員

226,700 270,300 297,300 323,600 404,400

備考

　１　この表は、千葉市立小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、

　　助教諭その他の職員（特定任期付職員を除く。）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。

職 員

の 区

分

再任

用職

員以

外の

職員
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  別表第６を次のように改める。 

 別表第６ 

  教育職給料表等級別基準職務表 

 

 

 

 

 

 

 （千葉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「除く。」の次に「）及び常時勤務する臨時職員（」を加

える。 

  附則に次の見出し及び２項を加える。 

  （県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 12 平成２９年４月１日（以下この項及び次項において「移譲日」

という。）の前日において職員の退職手当に関する条例（昭和２９

年千葉県条例第６号。以下この項及び次項において「県退職手当条

例」という。）の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（平成２６年法律第５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き

続きこの条例の適用を受けることとなるもの（次項において「移譲

職員」という。）が移譲日以後にこの条例の適用を受ける職員とし

職務
の級

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 157,500 171,600 260,000 289,000 405,900

2 159,000 173,700 262,500 291,600 407,400

3 160,500 175,800 264,800 294,500 408,900

4 162,000 178,000 267,100 297,000 410,400

5 163,700 180,000 269,700 299,500 411,800

6 165,700 182,200 272,100 301,900 413,200

7 167,500 184,400 274,300 304,200 414,700

8 169,300 186,600 276,500 306,600 416,300

9 171,100 188,900 278,800 309,000 417,700

10 173,300 191,700 281,100 311,600 419,100

11 175,300 194,400 283,500 314,300 420,500

12 177,300 197,100 285,700 317,200 421,800

13 179,400 200,000 288,100 319,700 423,100

14 181,600 201,700 290,200 321,700 424,500

15 183,800 203,400 292,100 323,700 425,900

16 186,000 205,100 294,100 326,000 427,300

17 188,300 206,900 296,300 328,200 428,500

18 191,000 208,600 298,800 330,400 429,800

19 193,500 210,300 301,300 332,700 431,000

20 196,000 211,900 304,000 334,800 432,300

21 198,500 213,700 306,300 337,100 433,400

22 200,200 215,600 308,900 339,300 434,600

23 201,900 217,500 311,200 341,600 435,900

24 203,600 219,400 313,900 343,900 437,200

25 205,100 221,100 316,500 345,800 438,500

26 206,700 223,100 318,800 347,600 439,700

27 208,300 225,100 321,200 349,500 440,700

28 209,800 227,100 323,400 351,400 441,800

29 211,500 229,000 325,700 353,200 443,000

30 213,200 231,700 327,700 355,000 443,800

31 214,900 234,400 329,900 356,700 444,600

32 216,600 237,100 332,100 358,600 445,500

33 218,100 239,700 334,100 360,200 446,400

34 219,800 242,500 336,200 361,900 446,900

35 221,500 245,100 338,300 363,600 447,400

36 223,200 247,800 340,300 365,400 447,900

37 224,800 250,300 342,300 367,300 448,400

38 226,500 252,800 344,200 368,800 448,900

39 228,200 255,300 346,200 370,300 449,400

40 229,900 257,600 348,100 371,900 449,900

41 231,600 260,200 349,900 373,100 450,400

42 233,400 262,600 351,700 374,500 450,900

43 235,200 264,800 353,500 375,900 451,400

44 236,900 267,000 355,200 377,400 451,900

45 238,800 269,100 357,000 378,900 452,400

46 240,400 271,300 358,700 380,500 452,900

47 241,900 273,500 360,200 382,100 453,400

48 243,500 275,500 361,800 383,600 453,900

49 244,800 277,700 363,100 385,000 454,400

50 246,300 279,700 364,600 386,500

51 247,800 281,600 366,200 388,000

52 249,300 283,600 367,800 389,400

53 250,200 285,300 369,300 390,600

54 251,700 287,700 370,800 391,900

55 253,100 290,000 372,300 393,000

56 254,600 292,500 373,800 394,100

57 255,600 294,500 375,300 395,500

58 257,000 297,000 376,700 396,700

59 258,300 299,300 378,100 397,900

60 259,600 302,000 379,400 399,200

61 260,900 304,400 380,300 400,400

62 262,100 306,800 381,500 401,400

63 263,400 309,300 382,700 402,800

64 264,500 311,600 383,800 404,100

65 265,600 313,900 384,700 405,300

66 267,100 316,100 385,900 406,400

67 268,500 318,200 386,900 407,600

68 270,000 320,400 388,000 408,700

69 271,700 322,600 389,200 409,700

70 273,200 324,700 390,200 410,900

71 274,700 326,900 391,300 412,100

72 276,100 328,900 392,500 413,300

73 277,200 331,000 393,500 413,900

74 278,500 333,100 394,600 414,700

75 279,800 335,300 395,700 415,400

76 281,000 337,500 396,800 415,900

77 282,400 339,300 397,700 416,200

78 283,600 341,200 398,600 416,600

79 284,800 343,100 399,600 417,000

80 286,000 344,900 400,600 417,400

81 287,200 346,700 401,400 417,700

82 288,200 348,500 402,200 418,100

83 289,400 350,100 402,900 418,500

84 290,600 351,900 403,700 418,800

85 291,600 353,200 404,400 419,100

86 292,600 354,800 405,200 419,500

87 293,500 356,300 405,900 419,900

88 294,500 357,800 406,600 420,200

89 295,600 359,200 407,200 420,500

90 296,500 360,500 407,900 420,800

91 297,400 361,900 408,400 421,100

92 298,300 363,300 409,100 421,300

93 298,700 364,800 409,500 421,500

94 299,500 366,100 409,900 421,800

95 300,200 367,400 410,200 422,100

96 301,000 368,600 410,500 422,300

97 301,800 369,600 410,800 422,500

98 302,600 370,600 411,100 422,800

99 303,400 371,600 411,400 423,100

100 304,200 372,600 411,600 423,300

101 305,100 373,500 411,800 423,500

102 305,600 374,500 412,100

103 306,100 375,500 412,400

104 306,600 376,500 412,600

105 306,800 377,300 412,800

106 307,200 378,200 413,100

107 307,500 379,100 413,400

108 307,800 380,100 413,600

109 308,000 380,900 413,800

110 308,200 381,900

111 308,500 382,900

112 308,800 383,900

113 309,000 384,500

114 309,200 385,400

115 309,400 386,300

116 309,700 387,200

117 310,000 388,000

118 310,300 388,700

119 310,600 389,500

120 310,900 390,300

121 311,000 390,900

122 311,200 391,700

123 311,500 392,400

124 311,800 393,100

125 312,000 393,700

126 312,200 394,400

127 312,500 394,900

128 312,800 395,500

129 313,000 396,200

130 313,200 396,800

131 313,500 397,300

132 313,800 397,800

133 314,000 398,100

134 314,200 398,400

135 314,500 398,700

136 314,800 399,000

137 315,000 399,300

138 315,200 399,600

139 315,500 399,900

140 315,800 400,200

141 316,000 400,500

142 316,200 400,800

143 316,500 401,100

144 316,800 401,400

145 317,000 401,600

146 317,200 401,900

147 317,500 402,200

148 317,800 402,400

149 318,000 402,600

150 318,200 402,900

151 318,500 403,200

152 318,800 403,400

153 319,000 403,600

154 319,200 403,900

155 319,500 404,200

156 319,800 404,400

157 320,000 404,600

158 320,200 404,900

159 320,500 405,200

160 320,800 405,400

161 321,000 405,600

再任

用職
員員

226,700 270,300 297,300 323,600 404,400

備考

　１　この表は、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭
　　その他の職員（特定任期付職員を除く。）で人事委員会規則で定めるものに適用する。

　２　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が４級である職員の給料月額は、この表の額に

　　7,500円を加算した額とする。

職 員
の 区
分

再任
用職

員以
外の
職員

職務の級 基準となる職務

１級
助教諭、養護助教諭、講師（任用の期限を付さない講師を除
く。）又は実習助手の職務

２級
教諭、養護教諭、栄養教諭、講師（任用の期限を付さない講
師に限る。）又は困難な業務を所掌する実習助手の職務

３級 主幹教諭の職務
４級 副校長又は教頭の職務
５級 校長の職務
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て退職した場合において、その者が移譲日の前日に現に退職した理

由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日まで

の勤続期間、同日における給料月額及び同日における県退職手当条

例第６条の４第１項各号に掲げる職員の区分を基礎として、移譲日

の前日における県退職手当条例の規定により計算した退職手当の額

（以下この項において「県退職手当基準額」という。）が、現に退

職した理由、現に退職した日までの勤続期間、同日における給料月

額及び同日における第６条の４第１項各号に掲げる職員の区分を基

礎として、この条例の規定により計算した退職手当の額（千葉市職

員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１８年千葉市条例

第３号）附則第２項若しくは第３項又は千葉市職員退職手当支給条

例の一部を改正する条例（平成２７年千葉市条例第６号）附則第２

項若しくは第３項の規定を受ける者にあっては、これらの規定によ

る退職手当の額）よりも多いときは、平成３２年３月３１日までの

間、これらの規定にかかわらず、県退職手当基準額をもってその者

に支給すべき退職手当の額とする。 

13 移譲職員のうち、県退職手当条例第１９条第２項から第４項まで

の規定により退職手当を支給されないで第７条第５項第４号に規定

する職員以外の地方公務員等となり、同項の規定により第５条の２

第２項第２号から第４号までに掲げる期間が第７条第１項に規定す

る職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、移譲日

の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期

間に含まれるものが、この条例の適用を受ける職員として退職した

場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用

については、同項中「退職したものとし」とあるのは「この条例の

適用を受ける職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあ

るのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」

とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。 

 （職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年千葉市条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条中「（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第３７条に規定する県費負担職員にあっては市教

育委員会とする。）」を削る。 

 （職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２６年千

葉市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付

し、附則に次の１項を加える。 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 ２ 平成２９年４月１日（以下この項において「移譲日」という。）

の前日において職員の分限に関する条例（昭和２６年千葉県条例第

５９号。以下この項において「県分限条例」という。）の適用を受

けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２６年法律第 

５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受

けることとなるものについて、移譲日前に県分限条例の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規

定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

 （千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第５条 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第２６号を第２７号とし、第２０号から第２５号までを１

号ずつ繰り下げ、第１９号の次に次の１号を加える。 

 （20）多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当 

  第１０条中「受ける者」の次に「（第１１条の２において「教育職

員」という。）」を加える。 

  第１１条中「高等学校」を「小学校、中学校、特別支援学校又は高

等学校」に、「教諭が」を「ものが」に改め、同条の次に次の１条を

加える。 
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  （多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当） 

 第１１条の２ 多学年学級を担当する職員の特殊勤務手当は、小学校

又は中学校の２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を

担当する教育職員のうち、規則で定める者が、当該学級における授

業又は指導に従事したときに支給する。 

 （千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第６条 千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和３９年千葉

市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条の次に次の１条を加える。 

（常勤の臨時職員の休暇） 

第１７条の２ 常時勤務する臨時職員の休暇については、第１１条か

ら前条までの規定にかかわらず、任命権者が定める。 

第１８条中「臨時職員」の次に「（前条に規定する者を除く。）」

を加え、「前条」を「第１７条」に改める。 

  附則に次の見出し及び３項を加える。 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

５ 平成２９年４月１日（以下この項及び附則第７項において「移譲

日」という。）の前日において職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年千葉県条例第１号。以下「県勤務時間条例」という。）

の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２６

年法律第５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き続きこの条例の

適用を受けることとなるもの（次項及び附則第７項において「移譲

職員」という。）について、移譲日前に県勤務時間条例の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する

規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手

続その他の行為とみなす。この場合において、移譲日前に県勤務時

間条例第１５条第１項の規定による看護休暇を使用しているときは、

当該看護休暇の期間については、なお従前の例による。 

６ 移譲職員に対して平成２９年度に付与する年次有給休暇の日数は、

第１２条第１項の規定にかかわらず、同項の規定により付与する日
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数に、県勤務時間条例第１２条第２項の規定により平成２９年度に

繰り越すことができる日数（規則で定める職員にあっては、規則で

定める日数）を加えた日数とする。 

７ 移譲職員に対して平成２９年に付与する組合休暇の日数は、第 

１６条第３項の規定にかかわらず、同項に規定する日数から同年１

月１日から移譲日の前日までに使用した県勤務時間条例第１６条第

３項の規定による組合休暇の日数を減じた日数とする。 

 （千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正） 

第７条 千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年

千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「高等学校」を「小学校、中学校、特別支援学校及び高等

学校」に、「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭」に改め、「養護教

諭」の次に「、栄養教諭」を加え、「並びに特別支援学校の職員であ

って、実習助手の職にあるもの」を削る。 

  第３条第１項中「又は２級」を「、２級又は３級」に改める。 

  第４条に次の２号を加える。 

 （３）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例（平成元年千葉市条例第１９号） 

（４）千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３

年千葉市条例第４５号） 

第５条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。 

（１）校外実習その他生徒の実習に関する業務 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例の一部改正） 

第８条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例（平成元年千葉市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付

し、附則に次の１項を加える。 

（県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

２ 平成２９年４月１日（以下この項において「移譲日」という。）
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の前日において外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例（昭和６３年千葉県条例第１号。以下この項にお

いて「県外国等派遣条例」という。）の適用を受けていた職員で、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（平成２６年法律第５１号）第５条の規

定の施行に伴い、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもの

について、移譲日前に県外国等派遣条例の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合に

は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為と

みなす。 

 （千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正） 

第９条 千葉市職員の旅費等に関する条例（平成２年千葉市条例第３１

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１の項中「４級及び」を「５級、４級及び」に改める。 

 （千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１０条 千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年千葉市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２６条の６第７項又は育児休業法」に改める。 

第１０条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法第２６条の６第

７項又は育児休業法」に改める。 

  第１８条第３号中「職員」の次に「（常時勤務する者を除く。）」

を加える。 

  附則第２項に見出しとして「（千葉市職員の育児休業に係る給与等

に関する条例の廃止）」を付する。 

  附則第３項に見出しとして「（経過措置）」を付し、同項の次に次

の見出し及び２項を加える。 

  （県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 ４ 平成２９年４月１日（以下この項及び次項において「移譲日」と

いう。）の前日において職員の育児休業等に関する条例（平成４年

千葉県条例第１号。以下この項及び次項において「県育児休業条例」
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という。）の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成２６年法律第５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き続き

この条例の適用を受けることとなるもの（次項において「移譲職員」

という。）について、移譲日前に県育児休業条例の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定が

ある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その

他の行為とみなす。 

 ５ 移譲職員は、移譲日前に県育児休業条例の適用を受ける職員とし

て勤務した期間を、この条例の適用を受ける職員として勤務した期

間とみなして、第７条の規定を適用する。 

 （千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正） 

第１１条 千葉市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成２５年千葉

市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

  （県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 ５ 平成２９年４月１日（以下この項において「移譲日」という。）

の前日において職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年千

葉県条例第７１号。以下この項において「県自己啓発休業条例」と

いう。）の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成２６年法律第５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き続き

この条例の適用を受けることとなるものについて、移譲日前に県自

己啓発休業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正） 

第１２条 千葉市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千葉

市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び第６項」の次に「から第８項まで」を加える。 

第８条の次に次の１条を加える。 
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  （配偶者同行休業に伴う臨時的任用） 

 第８条の２ 任命権者は、第２条又は第６条第１項の規定による申請

があった場合において、当該申請に係る期間（以下この項において

「申請期間」という。）について職員の配置換えその他の方法によ

って当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認め

るときは、当該業務を処理するため、申請期間を任期の限度として

行う臨時的任用を行うことができる。この場合において、当該任用

は、申請期間について１年を超えて行うことができない。 

  附則に次の１項を加える。 

  （県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置） 

 ６ 平成２９年４月１日（以下この項において「移譲日」という。）

の前日において職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年千

葉県条例第４０号。以下この項において「県配偶者同行休業条例」

という。）の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成２６年法律第５１号）第５条の規定の施行に伴い、引き続き

この条例の適用を受けることとなるものについて、移譲日前に県配

偶者同行休業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （学校職員の分限に関する条例の廃止） 

第１３条 学校職員の分限に関する条例（昭和３１年千葉市条例第５号）

は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（職務の級の切替え） 

２ この条例の施行の日（以下この項及び次項において「施行日」とい

う。）の前日においてその者が属していた職務の級（以下この項にお

いて「旧級」という。）が附則別表に掲げられている職務の級であっ
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た職員の施行日における職務の級（以下この項において「新級」とい

う。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。 

附則別表 

 

 

（施行日前の異動者の号給及び昇給の調整） 

３ 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定め

るこれに準ずる職員の施行日における号給及び施行日以後の昇給につ

いては、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたも

のとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会

の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

市町村立学校職員給与負担法の一部改正により、市立小中学校及び

特別支援学校の教職員の給与負担等が移譲されることに伴い、教育職

給料表を改正するほか、所要の改正等を行うため、条例を制定しよう

とするものであります。 

給料表 旧級 新級
３級 ４級
４級 ５級

教育職給料表
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議案第４５号 

   千葉市学校給食センター設置管理条例の一部改正について 

千葉市学校給食センター設置管理条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市学校給食センター設置管理条例の一部を改正する条例 

 千葉市学校給食センター設置管理条例（昭和４２年千葉市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表千葉市若葉学校給食センターの項を削る。 

附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

   附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  休止中のこてはし学校給食センターの供用を再開するとともに、若

葉学校給食センターを廃止するため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。 
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議案第４６号 

千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程の廃止について 

千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例 

千葉都市計画都地区土地区画整理事業施行規程（昭和３６年千葉市条

例第２４号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉都市計画都地区土地区画整理事業の終了に伴い、条例を廃止し

ようとするものであります。 
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議案第４７号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

千葉銀座地区地

区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れた千葉銀座地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められている区域 

 別表第２蘇我副都心臨海地区地区整備計画区域の部Ａ－１ゾーンの項

からＣ－２ゾーンの項までの規定中「及び第５項」を「、第５項及び第

１１項」に、同表千葉中央第六地区地区整備計画区域の部Ａ地区の項及

びＢ地区の項中「又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業」を「、

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１１項に規定する

特定遊興飲食店営業」に改め、同表稲毛海岸５丁目地区地区整備計画区

域の部沿道地区の項第５号中「、ナイトクラブ、ダンスホール」を削り、

同項第１０号中「第２条第６項から第１１項まで」を「第２条第１項第

２号若しくは第３号、第６項から第１１項まで又は第１３項」に改め、

同表高田町地区地区整備計画区域の部利便地の項第２号中「及び第５項

の」を「、第５項及び第１１項に規定する」に改め、同表千葉駅西口地

区地区整備計画区域の部第１号中「第６号」を「第３号」に改め、「第

１１項まで」の次に「若しくは第１３項」を加え、同表に次のように加

える。 
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千葉銀座

地区地区

整備計画

区域 

Ａ地区 （１）２階以下の部分を住宅（兼用住宅の住宅 

  に供する部分を含む。）、共同住宅、寄宿舎

又は下宿の用途に供するもの（２階以下の部

分のこれらの用途に供する部分が出入口、出

入口ホール、階段、管理人室その他これらに

類するもののみであるものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するも

の 

（３）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に

規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 

関する法律第２条第６項から第１０項まで 

  に規定する営業の用に供するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ地区 （１）１階以下の部分を住宅（兼用住宅の住宅に

供する部分を含む。）、共同住宅、寄宿舎又

は下宿の用途に供するもの（１階以下の部分

のこれらの用途に供する部分が出入口、出入

口ホール、階段、管理人室その他これらに類

するもののみであるものを除く。） 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するも

の 

（３）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（４）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６項に

規定する納骨堂 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 

関する法律第２条第６項から第１０項まで 

に規定する営業の用に供するもの 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新たに地区計画が定められた千葉銀座地区の地区整備計画区域を

条例の適用範囲に加えるとともに、千葉中央第六地区等の地区計画の

変更に伴い、建築物の用途の制限を変更するため、条例の一部を改正

しようとするものであります。 
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議案第４８号 

千葉市建築関係手数料条例の一部改正について 

 千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。 

別表５８の項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）次号に規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額（共同住宅等の一の建築物の申請の

場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

を合算して得た額） 

  ア 認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素

化促進法第５４条第１項第１号から第３号までに掲げる基準

に適合していることを証する書類（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。）第１１条第１項に規定する住

宅部分（以下「住宅部分」という。）の申請については登録

住宅性能評価機関が、建築物省エネ法第１１条第１項に規定

する非住宅部分（以下「非住宅部分」という。）の申請につ

いては建築物省エネ法第１５条第１項に規定する登録建築物

エネルギー消費性能判定機関（以下「登録建築物エネルギー

消費性能判定機関」という。）が証する書類）又は住宅部分

の申請については住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条第１項に規定する設計住宅性能評価書（以下「設計住宅性

能評価書」という。）（日本住宅性能表示基準（住宅の品質

確保の促進等に関する法律第３条第１項の規定により定めら 
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れた日本住宅性能表示基準をいう。以下同じ。）に基づく断

熱等性能等級が等級４及び一次エネルギー消費量等級が等級

５に適合している場合に限る。）の写しが添付されている場

合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ａ 一戸建ての住宅 ５，０００円 

    ｂ 共同住宅等の住戸の部分 次に掲げる当該申請に係る

共同住宅等の住戸の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

（ａ）１戸 ５，０００円 

（ｂ）２戸以上５戸以下 ９，７００円 

（ｃ）６戸以上１０戸以下 １６，０００円 

（ｄ）１１戸以上２５戸以下 ２７，０００円 

（ｅ）２６戸以上５０戸以下 ４５，０００円 

（ｆ）５１戸以上１００戸以下 ８１，０００円 

（ｇ）１０１戸以上２００戸以下 １２９，０００円 

（ｈ）２０１戸以上３００戸以下 １６３，０００円 

（ｉ）３０１戸以上 １７６，０００円 

ｃ 共同住宅等の共用部分 次に掲げる当該申請に係る共

同住宅等の共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

    （ａ）３００平方メートル以内 ９，３００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００平方メートル

以内 ２６，０００円 

（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００平方メー

トル以内 ８０，０００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内 １２７，０００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方 
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メートル以内 １６０，０００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるとき ２００，

０００円 

（イ）非住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る非

住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル以内 ９，７００円 

ｂ ３００平方メートルを超え２，０００平方メートル以

内 ２７，０００円 

ｃ ２，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内 ８０，０００円 

ｄ ５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内 １２７，０００円 

ｅ １０，０００平方メートルを超え２５，０００平方メ

ートル以内 １６１，０００円 

ｆ ２５，０００平方メートルを超えるとき  ２０１， 

０００円 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ａ 一戸建ての住宅 ３４，０００円 

ｂ 共同住宅等の住戸の部分 次に掲げる当該申請に係る

共同住宅等の住戸の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

（ａ）１戸 ３４，０００円 

    （ｂ）２戸以上５戸以下 ６９，０００円 

（ｃ）６戸以上１０戸以下 ９７，０００円 

（ｄ）１１戸以上２５戸以下 １３７，０００円 

（ｅ）２６戸以上５０戸以下 １９６，０００円 

（ｆ）５１戸以上１００戸以下 ２８２，０００円 

 

111



（ｇ）１０１戸以上２００戸以下 ３８３，０００円 

（ｈ）２０１戸以上３００戸以下 ５０２，０００円 

（ｉ）３０１戸以上 ５９２，０００円 

ｃ 共同住宅等の共用部分 次に掲げる当該申請に係る共

同住宅等の共用部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

（ａ）３００平方メートル以内 １０９，０００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００平方メートル

以内 １８０，０００円 

（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００平方メー

トル以内 ２８０，０００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内 ３６０，０００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方

メートル以内 ４３０，０００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるとき ５０１，

０００円 

（イ）非住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る非

住宅部分のエネルギー消費性能を評価する方法の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

ａ モデル建物法（建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１

号。６１の項から６６の項までにおいて「基準省令」と

いう。）第１０条第１号イ（２）及び同号ロ（２）に定

める基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。）

○次に掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル以内 ８７，０００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００平方メートル

以内 １４６，０００円 
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（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００平方メー

トル以内 ２３６，０００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内 ３０９，０００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方

メートル以内 ３７１，０００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるとき ４３５，

０００円 

ｂ ａに規定する方法以外の方法 次に掲げる当該申請に

係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ａ）３００平方メートル以内 ２４１，０００円 

（ｂ）３００平方メートルを超え２，０００平方メートル

以内 ３８４，０００円 

（ｃ）２，０００平方メートルを超え５，０００平方メー

トル以内 ５４７，０００円 

（ｄ）５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内 ６７１，０００円 

（ｅ）１０，０００平方メートルを超え２５，０００平方

メートル以内 ７９１，０００円 

（ｆ）２５，０００平方メートルを超えるとき ９０３，

０００円 

（２）都市の低炭素化促進法第５４条第２項の規定による申出があ

った場合 前号の規定により算定した額に１の項に規定する額

を加算した額 

別表５９の項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）次号に規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額（共同住宅等の一の建築物の申請の

場合、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を

合算して得た額）（その額に１００円未満の端数があるとき 
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は、これを切り捨てた額） 

ア 変更の認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の

低炭素化促進法第５４条第１項第１号から第３号までに掲げ

る基準に適合していることを証する書類（住宅部分の申請に

ついては登録住宅性能評価機関が、非住宅部分の申請につい

ては登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類）

又は住宅部分の申請については設計住宅性能評価書（日本住

宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級が等級４及び一次エ

ネルギー消費量等級が等級５に適合している場合に限る。）

の写しが添付されている場合  次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

    ａ 一戸建ての住宅 ２，５００円 

ｂ 共同住宅等の住戸の部分 ５８の項第１号ア（ア）ｂ

（ａ）から（ｉ）までに掲げる当該申請に係る共同住宅

等の住戸の総戸数の区分に応じ、当該（ａ）から（ｉ）

までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｃ 共同住宅等の共用部分  ５８の項第１号ア（ア）ｃ

（ａ）から（ｆ）までに掲げる当該申請に係る共同住宅

等の共用部分の床面積の区分に応じ、当該（ａ）から

（ｆ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

（イ）非住宅部分の申請の場合 ５８の項第１号ア（イ）ａか

らｆまでに掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区

分に応じ、当該ａからｆまでに定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

イ アに規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）住宅部分の申請の場合 次に掲げる当該申請に係る建築

物の住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 
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ａ 一戸建ての住宅 １７，０００円 

ｂ 共同住宅等の住戸部分  ５８の項第１号イ（ア）ｂ

（ａ）から（ｉ）までに掲げる当該申請に係る共同住宅

等の住戸の総戸数の区分に応じ、当該（ａ）から（ｉ）

までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ｃ 共同住宅等の共用部分  ５８の項第１号イ（ア）ｃ

（ａ）から（ｆ）までに掲げる当該申請に係る共同住宅

等の共用部分の床面積の区分に応じ、当該（ａ）から

（ｆ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

（イ）非住宅部分の申請の場合 ５８の項第１号イ（イ）ａ及

びｂに掲げる当該申請に係る非住宅部分のエネルギー消費

性能を評価する方法の区分並びに同号イ（イ）ａ（ａ）か

ら（ｆ）まで及び同号イ（イ）ｂ（ａ）から（ｆ）までに

掲げる当該申請に係る非住宅部分の床面積の区分に応じ、

当該ａ（ａ）から（ｆ）まで及び当該ｂ（ａ）から（ｆ）

までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

（２）都市の低炭素化促進法第５５条第２項において準用する都市

の低炭素化促進法第５４条第２項の規定による申出があった場

合 前号の規定により算定した額に１の項に規定する額を加算

した額 

別表６１の項手数料を徴収する事務の欄中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築物省エ

ネ法」という。）」を「建築物省エネ法」に改め、同項手数料の額の欄

を次のように改める。 

（１）次号に規定する場合以外の場合 次に定める額 

ア 認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建

築物省エネ法第３０条第１項に掲げる基準に適合しているこ

とについて、住宅部分の申請については登録住宅性能評価機

関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネルギー消

費性能判定機関が証する書類が添付されている場合 （ア） 
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に定める額及び（イ）に定める額を合計した額 

（ア）非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ９，２００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

○２６，３００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 ７８，７００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満 １２４，６００円 

ｅ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満 １５７，３００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以上 １９６，６００円 

（イ）住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 ４，６００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ａ）３００平方メートル未満 ９，２００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 １９，７００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 ４３，９００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上 ７８，７００円 

イ アに規定する場合以外の場合で、認定の申請に係る建築物

エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０条第１

項に掲げる基準に適合していることについて、（ア）又は

（イ）に掲げる添付書類が添付されている場合 （ア）又は

（イ）に掲げる添付書類に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）

に定める額 
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（ア）設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準に基づく断

熱等性能等級が等級４及び一次エネルギー消費量等級が等

級５に適合している場合に限る。）の写しが添付されてい

る場合 ア（イ）に定める額及びエ（ア）に定める額を合

計した額 

（イ）建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物の住宅部分

については、設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準

に基づく一次エネルギー消費量等級が等級４又は等級５に

適合している場合に限る。）の写しが添付されている場合

○ア（イ）に定める額及びエ（ア）に定める額を合計した

額 

ウ ア及びイに規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請

については基準省令第１０条第１号ただし書、住宅部分の申

請については同条第２号ただし書の場合 （ア）に定める額

（同条第１号ただし書の方法が建築物省エネ法第３０条第１

項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が

行われたと認められる方法の場合は、ア（ア）に定める額）

及び（イ）に定める額（基準省令第１０条第２号ただし書の

方法が建築物省エネ法第３０条第１項に掲げる基準に適合し

ていることについて、事前に審査が行われたと認められる方

法の場合は、ア（イ）に定める額）を合計した額 

（ア）非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ２２２，９００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

○３６０，５００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 ５１４，６００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満 ６３３，９００円 

ｅ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メー 
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トル未満 ７４９，４００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以上 ８５４，９００円 

（イ）住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ａ）２００平方メートル未満 ３３，５００円 

（ｂ）２００平方メートル以上 ３７，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ａ）３００平方メートル未満 ６７，６００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 １１２，８００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 １９２，２００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上 ２７５，４００円 

エ アからウまでに規定する場合以外の場合 （ア）に定める

額及び（イ）に定める額を合計した額 

（ア）非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネル

ギー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

ａ 標準入力法・主要室入力法（基準省令第１０条第１号

イ（１）及び同号ロ（１）に定める基準に適合するかど

うかを評価する方法をいう。） 次に掲げる当該申請に

係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

（ａ）３００平方メートル未満 ２２２，９００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 ３６０，５００円 
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（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 ５１４，６００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上１０，０００平方メー

トル未満 ６３３，９００円 

（ｅ）１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ７４９，４００円 

（ｆ）２５，０００平方メートル以上 ８５４，９００円 

ｂ モデル建物法（基準省令第１０条第１号イ（２）及び

同号ロ（２）に定める基準に適合するかどうかを評価す

る方法をいう。） 次に掲げる当該申請に係る建築物の

非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める額 

（ａ）３００平方メートル未満 ８５，３００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 １４２，９００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 ２３１，５００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上１０，０００平方メー

トル未満 ３０２，３００円 

（ｅ）１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メ

ートル未満 ３６３，４００円 

（ｆ）２５，０００平方メートル以上 ４２６，３００円 

（イ）住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ａ）２００平方メートル未満 ３３，５００円 

（ｂ）２００平方メートル以上 ３７，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める
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額 

（ａ）３００平方メートル未満 ６７，６００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 １１２，８００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 １９２，２００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上 ２７５，４００円 

（２）建築物省エネ法第３０条第２項の規定による申出があった場

合 前号に規定する額に１の項に規定する額を加算した額 

別表６２の項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）次号に規定する場合以外の場合 次に定める額（その額に 

１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

ア 変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計

画が建築物省エネ法第３０条第１項に掲げる基準に適合して

いることについて、住宅部分の申請については登録住宅性能

評価機関が、非住宅部分の申請については登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関が証する書類が添付されている場合 

（ア）に定める額及び（イ）に定める額を合計した額 

（ア）非住宅部分 ６１の項第１号ア（ア）ａからｆまでに掲

げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の

区分に応じ、当該ａからｆまでに定める額に２分の１を乗

じて得た額 

（イ）住宅部分 ６１の項第１号ア（イ）ａ及びｂに掲げる当

該申請に係る建築物の住宅の区分並びに同号ア（イ）ｂ

（ａ）から（ｄ）までに掲げる当該申請に係る建築物の住

宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該ａ及びｂ（ａ）

から（ｄ）までに定める額に２分の１を乗じて得た額 

イ アに規定する場合以外の場合で、変更の認定の申請に係る

建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０ 

   条第１項に掲げる基準に適合していることについて、６１の
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項第１号イ（ア）又は（イ）に掲げる添付書類が添付されて

いる場合 ６１の項第１号イ（ア）又は（イ）に掲げる添付

書類に応じ、当該（ア）又は（イ）に定める額 

ウ ア及びイに規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請

については基準省令第１０条第１号ただし書、住宅部分の申

請については同条第２号ただし書の場合 （ア）に定める額

（同条第１号ただし書の方法が建築物省エネ法第３０条第１

項に掲げる基準に適合していることについて、事前に審査が

行われたと認められる方法の場合は、ア（ア）に定める額）

及び（イ）に定める額（基準省令第１０条第２号ただし書の

方法が建築物省エネ法第３０条第１項に掲げる基準に適合し

ていることについて、事前に審査が行われたと認められる方

法の場合は、ア（イ）に定める額）を合計した額 

（ア）６１の項第１号エ（ア）ａ（ａ）から（ｆ）までに掲げ

る当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計の区

分に応じ、当該（ａ）から（ｆ）までに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

（イ）６１の項第１号エ（イ）ａ及びｂに掲げる当該申請に係

る建築物の住宅の区分並びに同号エ（イ）ａ（ａ）及び

（ｂ）並びにｂ（ａ）から（ｄ）までに掲げる当該申請に

係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ（イ）

ａ（ａ）及び（ｂ）並びにｂ（ａ）から（ｄ）までに定め

る額に２分の１を乗じて得た額 

エ アからウまでに規定する場合以外の場合 （ア）に定める

額及び（イ）に定める額を合計した額 

（ア）６１の項第１号エ（ア）ａ及びｂに掲げる当該申請に係

る建築物のエネルギー消費性能を評価する方法の区分並び

に同号エ（ア）ａ（ａ）から（ｆ）まで及び同号エ（ア）

ｂ（ａ）から（ｆ）までに掲げる当該申請に係る建築物の

非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ（ア）ａ

（ａ）から（ｆ）まで及びエ（ア）ｂ（ａ）から（ｆ）ま
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でに定める額に２分の１を乗じて得た額 

（イ）６１の項第１号エ（イ）ａ及びｂに掲げる当該申請に係

る建築物の住宅の区分並びに同号エ（イ）ａ（ａ）及び

（ｂ）並びにｂ（ａ）から（ｄ）までに掲げる当該申請に

係る住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該エ（イ）

ａ（ａ）及び（ｂ）並びにｂ（ａ）から（ｄ）までに定め

る額に２分の１を乗じて得た額 

（２）建築物省エネ法第３１条第２項において準用する建築物省エ

ネ法第３０条第２項の規定による申出があった場合 前号に規

定する額に１の項に規定する額を加算した額 

別表６３の項手数料の額の欄を次のように改める。 

（１）認定の申請に係る建築物が建築物省エネ法第２条第３号に掲

げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについ

て、住宅部分の申請については登録住宅性能評価機関が、非住

宅部分の申請については登録建築物エネルギー消費性能判定機

関が証する書類が添付されている場合 アに定める額及びイに

定める額を合計した額 

ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）３００平方メートル未満 ９，２００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 

２６，３００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満 ７８，７００円 

（エ）５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル

未満 １２４，６００円 

（オ）１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メート

ル未満 １５７，３００円 

（カ）２５，０００平方メートル以上 １９６，６００円 

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分
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に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 ４，６００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ９，２００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

１９，７００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 ４３，９００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上 ７８，７００円 

（２）前号に規定する場合以外の場合で、認定の申請に係る建築物

が建築物省エネ法第２条第３号に掲げる建築物エネルギー消費

性能基準に適合していることについて、次のアからオまでのい

ずれかに掲げる添付書類が添付されており、かつ、当該添付書

類に係る建築物の工事が完了した時点から当該認定の申請をし

た時点までに建築物に変更がない場合 アからオまでのいずれ

かに掲げる添付書類に応じ、それぞれアからオまでに定める額 

ア 建築物省エネ法第３０条第１項の規定による認定の通知書

の写しが添付され、かつ、建築基準法第７条第５項、第７条

の２第５項又は第１８条第１８項に規定する検査済証の写し

が添付されている場合 当該認定を受けた部分に係る前号ア

に定める額及び同号イに定める額と、当該認定を受けた部分

以外の部分に係る第４号アに定める額及び同号イに定める額

を合計した額 

イ 都市の低炭素化促進法第５４条第１項に基づく認定の通知

書の写しが添付され、かつ、建築基準法第７条第５項、第７

条の２第５項又は第１８条第１８項に規定する検査済証の写

しが添付されている場合 当該認定を受けた部分に係る前号

アに定める額及び同号イに定める額と、当該認定を受けた部

分以外の部分に係る第４号アに定める額及び同号イに定める 

額を合計した額 
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ウ 建築物省エネ法第１２条第６項の適合判定通知書の写しが

添付され、かつ、建築基準法第７条第５項、第７条の２第５

項又は第１８条第１８項に規定する検査済証の写しが添付さ

れている場合 前号アに定める額及び第４号イに定める額を

合計した額 

エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第３項に規定

する建設住宅性能評価書（以下この項において「建設住宅性

能評価書」という。）（日本住宅性能表示基準に基づく断熱

等性能等級が等級４に適合し、かつ、一次エネルギー消費量

等級が等級４又は等級５に適合している場合に限る。）の写

しが添付されている場合 前号イに定める額及び第４号アに

定める額を合計した額 

オ 建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物の住宅部分に

ついては、建設住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準に基

づく一次エネルギー消費量等級が等級３、等級４又は等級５

に適合している場合に限る。）の写しが添付されている場合

○前号イに定める額及び第４号アに定める額を合計した額 

（３）前２号に規定する場合以外の場合で、非住宅部分の申請につ

いては基準省令第１条第１項第１号ただし書、住宅部分の申請

については同項第２号ただし書の場合 アに定める額（同項第

１号ただし書の方法が建築物省エネ法第２条第３号に掲げる建

築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて、事

前に審査が行われたと認められる方法の場合は、第１号アに定

める額）及びイに定める額（基準省令第１条第１項第２号ただ

し書の方法が建築物省エネ法第２条第３号に掲げる建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合していることについて、事前に審査

が行われたと認められる方法の場合は、第１号イに定める額） 

 ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）３００平方メートル未満 ２２２，９００円 

（イ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満 
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３６０，５００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未

満 ５１４，６００円 

（エ）５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル

未満 ６３３，９００円 

（オ）１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メート

ル未満 ７４９，４００円 

（カ）２５，０００平方メートル以上 ８５４，９００円 

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア）一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の住

宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

ａ ２００平方メートル未満 ３３，５００円 

ｂ ２００平方メートル以上 ３７，４００円 

（イ）共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ６７，６００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

１１２，８００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 １９２，２００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上 ２７５，４００円 

（４）前３号に規定する場合以外の場合 アに定める額及びイに定

める額を合計した額 

ア 非住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギ

ー消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

（ア）標準入力法・主要室入力法（基準省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適合するかどうかを評価する方法をい 

う。） 次に掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の
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床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ２２２，９００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

３６０，５００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 ５１４，６００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満 ６３３，９００円 

ｅ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満 ７４９，４００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以上 ８５４，９００円 

（イ）モデル建物法（基準省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に適合するかどうかを評価する方法をいう。） 次に

掲げる当該申請に係る建築物の非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ ３００平方メートル未満 ８５，３００円 

ｂ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満

１４２，９００円 

ｃ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル

未満 ２３１，５００円 

ｄ ５，０００平方メートル以上１０，０００平方メート

ル未満 ３０２，３００円 

ｅ １０，０００平方メートル以上２５，０００平方メー

トル未満 ３６３，４００円 

ｆ ２５，０００平方メートル以上 ４２６，３００円 

イ 住宅部分 次に掲げる当該申請に係る建築物のエネルギー

消費性能を評価する方法の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ア）住宅性能基準（基準省令第１条第１項第２号イ（１）及

び同号ロ（１）に定める基準をいう。）に適合するかどう 

かを評価する方法 次に掲げる当該申請に係る建築物の住
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宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ａ）２００平方メートル未満 ３３，５００円 

（ｂ）２００平方メートル以上 ３７，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ａ）３００平方メートル未満 ６７，６００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 １１２，８００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート

ル未満 １９２，２００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上 ２７５，４００円 

（イ）住宅仕様基準（基準省令第１条第１項第２号イ（２）及

び同号ロ（２）に定める基準をいう。）に適合するかどう

かを評価する方法 次に掲げる当該申請に係る建築物の住

宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ａ 一戸建ての住宅 次に掲げる当該申請に係る建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ａ）２００平方メートル未満 １７，１００円 

（ｂ）２００平方メートル以上 １８，４００円 

ｂ 共同住宅等 次に掲げる当該申請に係る建築物の住宅

部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ａ）３００平方メートル未満 ３２，２００円 

（ｂ）３００平方メートル以上２，０００平方メートル未

満 ５５，８００円 

（ｃ）２，０００平方メートル以上５，０００平方メート
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ル未満 １０１，１００円 

（ｄ）５，０００平方メートル以上 １５２，９００円 

別表中備考以外の部分に次のように加える。 

64 建築物省

エ ネ 法 第 

１２条第１

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

確保計画に

対する建築

物エネルギ

ー消費性能

適合性判定 

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定手数料 

（１）アに定める額及びイに定める額を

合計した額（合計した額が一次エネ

ルギー消費量の算定対象としない建

築物の部分（以下この項から６６の

項までにおいて「一次エネルギー算

定対象外部分」という。）を一次エ

ネルギー算定対象外部分以外の部分

とみなして算定したアの額を超える

場合は、アの額とする。） 

ア 非住宅部分（一次エネルギー算

定対象外部分以外の部分） 次に

掲げる当該申請に係る建築物のエ

ネルギー消費性能を評価する方法

の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

（ア）標準入力法・主要室入力法

（基準省令第１条第１項第１号

イに定める基準に適合するかど

うかを評価する方法をいう。）

○次に掲げる当該申請に係る建

築物の非住宅部分（一次エネル

ギー算定対象外部分を除く。）

の床面積の合計の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ａ  ３００平方メートル未満 

２２２，９００円 

ｂ ３００平方メートル以上 
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  ２，０００平方メートル未満

３６０，５００円 

ｃ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ５１４，６００円 

ｄ ５，０００平方メートル以

上１０，０００平方メートル

未満 ６３３，９００円 

ｅ １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート

ル未満 ７４９，４００円 

ｆ ２５，０００平方メートル

以上 ８５４，９００円 

  （イ）モデル建物法（基準省令第１

条第１項第１号ロに定める基準

に適合するかどうかを評価する

方法をいう。） 次に掲げる当

該申請に係る建築物の非住宅部

分（一次エネルギー算定対象外

部分を除く。）の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

ａ ３００平方メートル未満 

８５，３００円 

ｂ ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満 

○１４２，９００円 

ｃ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満 ２３１，５００円 

ｄ ５，０００平方メートル以 
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       上１０，０００平方メートル

未満 ３０２，３００円 

    ｅ １０，０００平方メートル

以上２５，０００平方メート

ル未満 ３６３，４００円 

ｆ ２５，０００平方メートル

以上 ４２６，３００円 

イ 非住宅部分（一次エネルギー算

定対象外部分） 次に掲げる当該

申請に係る建築物の非住宅部分

（一次エネルギー算定対象外部

分）の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）３００平方メートル未満 

９，２００円 

（イ）３００平方メートル以上２，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 

２６，３００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 

７８，７００円 

（エ）５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満 

○１２４，６００円 

（オ）１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 １５７，３００円 

（カ）２５，０００平方メートル以

上 １９６，６００円 

（２）前号に規定する場合以外の場合

で、基準省令第１条第１項第１号た
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だし書の場合 アに定める額及びイ

に定める額を合計した額（合計した

額が一次エネルギー算定対象外部分

を一次エネルギー算定対象外部分以

外の部分とみなして算定したアの額

を超える場合は、アの額） 

ア 非住宅部分（一次エネルギー算

定対象外部分以外の部分） 次に

掲げる当該申請に係る建築物の非

住宅部分（一次エネルギー算定対

象外部分を除く。）の床面積の合

計の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア）３００平方メートル未満 

２２２，９００円 

（イ）３００平方メートル以上２，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 

３６０，５００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 

５１４，６００円 

（エ）５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

○６３３，９００円 

（オ）１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 ７４９，４００円 

（カ）２５，０００平方メートル以

上 ８５４，９００円 

イ 非住宅部分（一次エネルギー算

定対象外部分） 次に掲げる当該 
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  申請に係る建築物の非住宅部分

（一次エネルギー算定対象外部

分）の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

（ア）３００平方メートル未満 

９，２００円 

（イ）３００平方メートル以上２，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 

２６，３００円 

（ウ）２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満 

７８，７００円 

（エ）５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満 

○１２４，６００円 

（オ）１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満 １５７，３００円 

（カ）２５，０００平方メートル以

上 １９６，６００円 

65 建築物省

エ ネ 法 第 

１２条第２

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

確保計画の

変更に対す

る建築物エ

ネルギー消

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定の計画

変更手数

料 

（１）アに定める額及びイに定める額を

合計した額（合計した額が一次エネ

ルギー算定対象外部分を一次エネル

ギー算定対象外部分以外の部分とみ

なして算定したアの額を超える場合

は、アの額）（その額に１００円未

満の端数があるときは、これを切り

捨てた額） 

ア  ６４の項第１号ア（ア）及び

（イ）に掲げる当該申請に係る建

築物のエネルギー消費性能を評価
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費性能適合 する方法の区分並びに同号 ア 

性判定  

 

（ア）ａからｆまで及び同号ア 

（イ）ａからｆまでに掲げる当該

申請に係る建築物の非住宅部分の

床面積の合計の区分に応じ、当該

ア（ ア） ａか ら ｆま で及 びア

（イ）ａからｆまでに定める額に

２分の１を乗じて得た額 

イ  ６４の項第１号イ（ア）から

（カ）までに掲げる当該申請に係

る建築物の非住宅部分の床面積の 

 

 

  合計の区分に応じ、当該（ア）か

ら（カ）までに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

（２）前号に規定する場合以外の場合 

で、基準省令第１条第１項第１号た

だし書の場合 アに定める額及びイ

に定める額を合計した額（合計した

額が一次エネルギー算定対象外部分

を一次エネルギー算定対象外部分以

外の部分とみなして算定したアの額

を超える場合は、アの額）（その額

に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額） 

ア ６４の項第１号ア（ア）ａから

ｆまでに掲げる当該申請に係る建

築物の非住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、当該ａからｆまで

に定める額に２分の１を乗じて得

た額 

イ  ６４の項第１号イ（ア）から
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（カ）までに掲げる当該申請に係

る建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、当該（ア）か

ら（カ）までに定める額に２分の 

  １を乗じて得た額 

66 建築物省

エネ法施行

規則第１１

条の規定に

基づく軽微

な変更に関

する証明書

の交付請求

に対する審

査 

建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定の軽微

な変更に

関する証

明書請求

手数料 

（１）アに定める額及びイに定める額を

合計した額（合計した額が一次エネ

ルギー算定対象外部分を一次エネル

ギー算定対象外部分以外の部分とみ

なして算定したアの額を超える場合

は、アの額）（その額に１００円未

満の端数があるときは、これを切り

捨てた額） 

ア  ６４の項第１号ア（ア）及び

（イ）に掲げる当該申請に係る建

築物のエネルギー消費性能を評価

する 方法 の区 分 並び に同 号ア

（ア）ａからｆまで及び同号ア

（イ）ａからｆまでに掲げる当該

申請に係る建築物の非住宅部分の

床面積の合計の区分に応じ、当該

ア（ア）ａからｆまで及び ア

（イ）ａからｆまでに定める額に

２分の１を乗じて得た額 

イ  ６４の項第１号イ（ア）から

（カ）までに掲げる当該申請に係

る建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、当該（ア）か

ら（カ）までに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

（２）前号に規定する場合以外の場合
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で、基準省令第１条第１項第１号た

だし書の場合 アに定める額及びイ

に定める額を合計した額（合計した

額が一次エネルギー算定対象外部分

を一次エネルギー算定対象外部分以

外の部分とみなして算定したアの額

を超える場合は、アの額）（その額

に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額） 

ア ６４の項第１号ア（ア）ａから

ｆまでに掲げる当該申請に係る建

築物の非住宅部分の床面積の合計 

  の区分に応じ、当該ａからｆまで

に定める額に２分の１を乗じて得

た額 

イ  ６４の項第１号イ（ア）から

（カ）までに掲げる当該申請に係

る建築物の非住宅部分の床面積の

合計の区分に応じ、当該（ア）か

ら（カ）までに定める額に２分の

１を乗じて得た額 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に都市の低炭素

化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５３条第１項の

規定に基づく低炭素建築物新築等計画が同法第５４条第１項第１号か

ら第３号までに掲げる基準に適合していることを建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「建築

物省エネ法」という。）附則第６条の規定による改正前のエネルギー
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の使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第７６条

第１項に規定する登録建築物調査機関（以下「登録建築物調査機関」

という。）が証した書類は、この条例による改正後の別表５８の項第

１号ア及び５９の項第１号アにおいて登録住宅性能評価機関及び登録

建築物エネルギー消費性能判定機関が証する書類とみなす。 

３ 施行日前に建築物省エネ法第２９条第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第３０条第１項に掲げる

基準に適合していることを登録建築物調査機関が証した書類は、この

条例による改正後の別表６１の項第１号ア及び６２の項第１号アにお

いて登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機

関が証する書類とみなす。 

４ 施行日前に建築物が建築物省エネ法第２条第３号に掲げる建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合していることを登録建築物調査機関が証

した書類は、この条例による改正後の別表６３の項第１号において登

録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が証

する書類とみなす。 
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議 案 説 明 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等を定めるほか、所要

の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４９号 

   財産の取得について 

 市は、次のとおり財産を取得するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 取得財産 千葉中央コミュニティセンター民間所有持分 

（１） 所在地 千葉市中央区千葉港２番１号 

（２） 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造地下３階地上１０階塔屋２階建 

（３） 面 積 延床面積５１，８０１．６１平方メートルのうち、 

取得面積３３，０６４．２０平方メートル 

２ 取得予定価額 ９４７，４５２，８００円 

  （取得財産に係る土地賃借権の解消に要する費用を含む） 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  千葉中央コミュニティセンター民間所有持分を取得することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５０号 

   損害賠償額の決定について 

 市は、次のとおり損害賠償の額を定めるものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 損害賠償額 

６，１２８，５４３円 

２ 相手方 

千葉市中央区在住の女性 

３ 事件の概要 

平成２３年１１月２８日、千葉市立青葉病院において、相手方の子

宮内組織を採取する手術を行った際、同人の子宮及び腸管を損傷させ

たもの 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５１号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

稲毛海浜公園花の美術館 千葉市中央区問屋町１番２０号 

公益財団法人千葉市スポーツ振興

財団 

理事長 石井 忍 

平成29年4月1日から 

平成30年3月31日まで 

稲毛海浜公園稲毛記念館 

稲毛海浜公園海星庵 

稲毛海浜公園野外音楽堂 

稲毛海浜公園稲毛民間航

空記念館 
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議 案 説 明 

  稲毛海浜公園花の美術館ほか４施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求

めるものであります。 
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議案第５２号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 平成２９年４月１日 

３ 契約の金額 １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 千葉市稲毛区園生町３９１番地９９ 

                氏名 大川 健哉 

                  資格 公認会計士 
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議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５３号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２８年６月２４日議決された「旧千葉市立磯辺第二小学校解体工

事に係る工事請負契約」中、次のとおり工期を変更するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から３００日間 

   変更後 契約締結日の翌日から４００日間 

   （契約締結日 平成２８年６月２４日） 
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（参考） 

議案第８８号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年６月９日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺７丁目１７番１号 

３ 工事概要（１）校舎棟            解体工一式 

（２）屋内運動場          解体工一式 

      （３）プール、体育倉庫、外構施設等 解体工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４４５，７９９，１６０円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から３００日間 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

       市原・鵜沢建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幕張西３丁目１番１５号 

           株式会社市原組 

           代表取締役 松 山 淳 一 

           千葉市若葉区千城台西１丁目３８番１号 

           鵜沢建設株式会社 

           代表取締役 鵜 沢 朋 生 
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議 案 説 明 

  旧千葉市立磯辺第二小学校解体工事に係る工事請負契約の工期を変

更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第５４号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２８年９月１５日議決された「液状化対策施設工事（磯辺４丁目

２８－１工区）に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期

を変更するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額 

   変更前 ５２１，６４０，０００円 

   変更後 ５２８，８５９，８００円 

 

２ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

   変更後 契約締結日の翌日から平成２９年８月３１日まで 

   （契約締結日 平成２８年９月１５日） 
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（参考） 

議案第１１５号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－１工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺４丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ５２１，６４０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

７ 請 負 者 千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

  伊藤・京葉工管建設共同企業体 

 代表者 千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

株式会社伊藤工務店 

           代表取締役 伊 藤 大 介 

           千葉市美浜区新港１３９番地の２ 

           京葉工管株式会社 

           代表取締役 内 藤 栄 男 
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議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－１工区）に係る工事請負契

約の契約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第５５号 

   議決事件の一部変更について 

 平成２８年９月１５日議決された「液状化対策施設工事（磯辺４丁目

２８－２工区）に係る工事請負契約」中、次のとおり契約金額及び工期

を変更するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約金額 

   変更前 ４５２，５２０，０００円 

   変更後 ４６０，３２０，８４０円 

 

２ 工  期 

   変更前 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

   変更後 契約締結日の翌日から平成２９年８月３１日まで 

   （契約締結日 平成２８年９月１５日） 
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（参考） 

議案第１１６号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  平成２８年９月５日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 工事名称 液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－２工区） 

２ 施工場所 千葉市美浜区磯辺４丁目地内 

３ 工事概要（１）管推進工一式 

      （２）人孔築造工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式） 

５ 契約金額 ４５２，５２０，０００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から平成２９年３月１８日まで 

７ 請 負 者 千葉市若葉区貝塚町２０３５番地７ 

  白川・伊藤建設共同企業体 

 代表者 千葉市若葉区貝塚町２０３５番地７ 

株式会社白川土建 

           代表取締役 白 川 栄 玉 

           千葉市中央区蘇我１丁目１０番５号 

株式会社伊藤工務店 

           代表取締役 伊 藤 大 介 
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議 案 説 明 

  液状化対策施設工事（磯辺４丁目２８－２工区）に係る工事請負契

約の契約金額及び工期を変更するため、議決を求めるものであります。 
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議案第５６号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  平成２９年２月１７日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

市道路線認定調書 

 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 松ヶ丘町４９号線 松ヶ丘町地内 松ヶ丘町地内

2 松ヶ丘町５０号線 松ヶ丘町地内 松ヶ丘町地内

3 松ヶ丘町５１号線 松ヶ丘町地内 松ヶ丘町地内

4 松ヶ丘町５２号線 松ヶ丘町地内 松ヶ丘町地内

5 小倉町２１３号線 小倉町地内 小倉町地内

6 桜木町２１５号線 桜木北２丁目地内 桜木北２丁目地内

7 桜木町２１６号線 桜木北２丁目地内 桜木北２丁目地内

8 加曽利町７０１号線 加曽利町地内 加曽利町地内

9 高品町２２３号線 高品町地内 高品町地内

10 幕張４９７号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

11 幕張７０１号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

12 誉田町２４８号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

13 誉田町２４９号線 誉田町２丁目地内 誉田町２丁目地内

14 蘇我町２００号線 蘇我４丁目地内 蘇我４丁目地内

15 椎名崎町８３号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内

16 椎名崎町８４号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内

17 豊砂３号線 豊砂地内 浜田２丁目地内

18 豊砂５号線 豊砂地内 豊砂地内

19 豊砂７０１号線 豊砂地内 豊砂地内

20 あすみが丘３５２号線 あすみが丘２丁目地内 あすみが丘２丁目地内

21 都賀駅千城台南線 都賀３丁目地内 千城台南４丁目地内

22 源町桜木線 源町地内 桜木５丁目地内

23 加曽利町大森町線 加曽利町地内 大森町地内

24 中央今井町線 中央２丁目地内 今井町地内

6

7

8

9

14

10

11

13

市道路線認定図番号

3

2

12

1

4

5
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市道路線廃止調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要
市 道 路 線
廃止図番号

1 新千葉３７号線 新千葉２丁目地内 新千葉２丁目地内 一部廃止 1

2 長作町６７号線 長作町地内 長作町地内 全部廃止 2

3 椎名崎町２号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内 全部廃止

4 椎名崎町３号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内 全部廃止

5 椎名崎町４号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内 全部廃止

6 椎名崎町５号線 椎名崎町地内 椎名崎町地内 全部廃止

7 小食土町土気町線 小食土町地内 土気町地内 全部廃止 4

8 都賀駅大草町線 都賀３丁目地内 大草町地内 全部廃止 5

9 源町大森町線 源町地内 大森町地内 全部廃止 6

10 中央赤井町線 中央２丁目地内 赤井町地内 全部廃止 7

3
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整理番号①～④市道路線認定図1
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整理番号⑤市道路線認定図2
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整理番号⑥⑦市道路線認定図3
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整理番号⑧市道路線認定図4
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整理番号⑨市道路線認定図5
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整理番号⑩⑪市道路線認定図6

U
ロ

口亡一コ
、

157



整理番号⑫⑬市道路線認定図7
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整理番号⑭市道路線認定図8
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整理番号⑮⑯市道路線認定図9
関係図面市道路線廃止図3
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整理番号⑰～⑲市道路線認定図10
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整理番号①市道路線廃止図1
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整理番号②市道路線廃止図2
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整理番号③～⑥市道路線廃止図3
関係図面市道路線認定図9
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議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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